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＜将来像＞

ひとが輝く、豊かな自然と食のまち琴浦



ごあいさつ

現在、新型コロナウイルスが世界中で猛威をふるい、その影響は３年にわたってい

ます。社会・経済に大きな爪跡を残し、景気回復の足取りも依然として脆弱な状況に

あります。

本町では、さまざまな事業や行事などの活動が制限されるなかでも、感染対策をし

っかりと執りながら、疲弊している地域社会、地域経済を取戻し、活性化を図ること

が重要と考えています。

コロナ禍でさらに進む人口減少、少子高齢化、潜在成長率の停滞など、国内外の難

局が同時、かつ、複合的に押し寄せてきています。

令和４年４月からは、旧東伯町地域も過疎地域の指定を受け、旧赤碕町地域と合わ

せ、琴浦町全域が過疎地域となりました。

さまざまな社会課題が山積する中ではありますが、これらをマイナス要因ととらえ

ず、地域経済の発展を図り、誰一人取り残すことのないまちづくりをすすめ、本町の

将来にむけては、豊かな自然を活かして新たな価値を創造し、柔軟に対応していく所

存です。

琴浦まちづくりビジョン-第３次琴浦町総合計画-の策定にあたり、ことうら未来会

議に参加いただいた町民の皆様、東伯・赤碕中学校の生徒たち、オンラインで話を伺

った若者など非常に多くの方から、未来の琴浦町に対するご意見をいただきました。

また、幾度となく協議を重ね、さまざまな角度からご検討をいただいた審議員の皆

様、またパブリックコメントでご意見を寄せていただいた皆様、それぞれの「琴浦町

愛」をもって関わっていただいたことに心より感謝申し上げます。

町民の皆様が自分らしく豊かな人生を送ることができる我がまち琴浦にむけて、試

行錯誤しながらも、ともに前へと歩みをすすめてまいります。

琴浦町長 福本 まり子

町のシンボル

花／サクラ

木／ブナ

魚／アゴ

鳥／カワセミ

町民憲章
一、自然と環境を大切にするまち
海や山に感謝をし、美しいまちをつくりましょう。

一、歴史と文化の薫るまち
共に学び、磨きあい、文化の薫り高いまちを

つくりましょう。

一、元気な声がひびくまち
心身ともに健やかで、明るいまちをつくりましょう。

一、人権が尊重されるまち
優しい心が通い合う、希望に満ちたまちを

つくりましょう。

一、未来をひらく産業のまち
働くことを喜び、創意を生かし、活力あるまちを

つくりましょう。
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第１章 琴浦まちづくりビジョンとは

１ 趣旨
「琴浦まちづくりビジョン-第 3 次琴浦町総合計画-（以下「琴浦まちづくりビジョン」といいます。）」

は、本町の目指すべき将来像や理念を町民と共有し、その実現に向けて、協働で「まちづくり」を行う

ための言わば「未来の琴浦町をつくる設計書」です。

前まちづくりビジョン-第 2次琴浦町総合計画-では、2017 年度（平成 29年度）から 2021 年度（令

和 3年度）を計画期間として、「みんなが輝く住みよいまち～ひと・自然・歴史が紡ぐコトウライフ～」を

将来像に据え、介護予防の充実、一人ひとりに寄り添った子育て支援、各教室へのエアコン設置を

はじめとする教育環境の整備、ICT※教育の導入、一向平キャンプ場や道の駅琴の浦のリニューアル

など総合的なまちづくりをすすめてきました。

この間、我が国では、新型コロナウイルス感染症や大規模災害の発生等により、社会のあり方が大

きく変容しました。急速なデジタル化により生活様式は変化し、リモートワーク※、ワーケーション※、二

拠点生活、副業など個人が望む暮らしのために、働き方の多様な選択肢を持てるようになりました。

その結果、東京一極集中から地方分散へとこれまでにない人の動きが発生しています。

また、世界に目をむけると 2015 年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な世界を実現するた

めの 17 の目標（SDGs※）の達成を目指し、特に環境分野への注目が集まっています。本町でも、こ

の世界規模の目標を十分に踏まえて、「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて取り組んでいく必

要があります。

このような中、私たちの町も時代の潮流を掴み、10 年後はもとより、その先の将来を見据え、新た

な町へと歩みをすすめていくため、「琴浦まちづくりビジョン」を策定しました。

用語解説 ※印の用語について段落下部に説明を記載
※ICT：Information and Communication Technology（インフォメーション アンド コミュニケー

ション テクノロジー）の略で、情報通信技術のこと。
※リモートワーク：労働者が情報通信技術を利用して、事業場外で勤務すること。
※ワーケーション：非日常の土地で仕事を行うことで、生産性や心の健康を高め、より良いワーク＆ライフ

スタイルを実施することができる 1 つの手段。
※SDGs：持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals）とは、2015 年 9 月の国連

サミットで採択された 2030 年までの国際目標であり、持続可能な世界を実現するための 17 のゴール
と 169 のターゲットから構成されています。誰一人取り残さない社会の実現のために、様々な関係者が
それぞれの分野や立場を超えて、協働して取り組むことを課題解決のアプローチとして考えています。
まちづくりビジョンでは、政策が SDGs のどのゴールの達成に寄与しているのかを分かりやすく表示するた
め、各政策に 17 のゴールに対応するアイコンを記載しています。なお、17 のゴールそれぞれのアイコンは
資料編に掲載しています。
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２ 計画期間
琴浦まちづくりビジョンの計画期間は次のとおりです。

⬤ 将来像・理念 2022（令和 4）年度～2031（令和 13）年度の 10 年間

⬤ 重点項目、政策、施策 2022（令和 4）年度～2026（令和 8）年度の 5年間

３ 構成
琴浦まちづくりビジョンは、次の５つの項目で構成されます。

なお、重点項目・政策・施策は社会情勢等を踏まえ 5年で見直しを行います。

⬤ 将来像 10年後の目指す町の姿です。私たちの町を「こんなまちにしたい」、

「こんなまちでありたい」との姿を示すものであり、最も重要な指針です。

⬤ 理念 町のまちづくりの基本となる考え方です。将来像に向かうための根底にある

考え方として、町全体で共有していくものです。

⬤ 重点項目 政策・施策を通じて特に課題として取り組むべき目標です。

⬤ 政策 将来像・理念を実現するための町の方向性です。

⬤ 施策 政策をすすめるために取り組む内容を具体化したものです。

理念 まちづくりの基本となる考え方

将来像 目指す町の姿

将来像・理念を実現するための方向性

政策
重点
項目

町の課題として
政策・施策の
全体を通じて
取り組む目標

政策を達成するための取り組み

政策 政策 政策

施
策

施
策

施
策

施
策

施
策

施
策

施
策

施
策

将来像・理念
10 年間の計画
2022～2031

政策・施策・
重点項目
5 年間の計画
2022～2026

検証結果や
社会情勢に
対応して見直し
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４ 位置づけ
琴浦まちづくりビジョンは、町の目指すべき将来像を示すまちづくりの指針として、また、一体性を

もった計画的な町政運営及びその推進のための重要な方針として、町の最上位の指針として位置

づけます。

５ 策定体制・方法
町民がこれからも住み続けたいと思えるまちとするために、町民アンケート及び町民ワークショップ

を実施し、本町の未来について様々な世代の人たちから意見を聴く機会を設けました。

● 町民の声
▸ 町民アンケート

無作為抽出の 2,000 名の町民にアンケートを送付し、

琴浦町の暮らしの満足度や今後力を入れてほしい

取り組みなどについて調査を行いました。

▸ 町民ワークショップ
・ 「ことうら未来会議」：無作為抽出の住民会議を 2回開催し、

まちの強みや弱み、理想の琴浦町を話し合いました。

・ 「中学生ワークショップ」：町内 2つの中学校でワークショップ

を開催し、「未来に残したい町の良さ」について話し合いました。

・ 「コトトーク！」：琴浦町に U・I ターンした若者及び県外在住で

町出身の若者と「琴浦町で暮らすこと」について、オンラインで話し合いました。

● 琴浦町総合計画審議会（有識者）
各分野における代表者と公募による町民で構成されます。一町民として「ことうら未来会議」に参

加し、自らの意見を発信するとともに、行政が作成した計画案の審議を行いました。

● 琴浦町総合計画策定委員会（職員チーム）
町民アンケートや町民ワークショップで得られた町民の声を基に、計画の原案を作成しました。

まちづくりビジョンは、町の指針となる包括的な計画で
す。そのため、具体的なアクションについては、個別の戦
略・プラン等を策定し、そこで数値目標・客観的な指標
を設定します。設定した目標を達成するため、事業実績
や成果を検証し、施策の見直しへとつなげます。
まちづくりビジョンでは、これらの個別の戦略・プラン等の
総括として重点項目の達成状況について毎年度の評
価・検証を行います。

Ｐｌａｎ
(計画)

Ａｃｔｉｏｎ
(改善)

Ｄｏ
(実施)

Ｃｈｅｃｋ
(点検･評価)

琴浦まちづくりビジョン

まちづくりの方向性を示す
町の最上位の指針

個別の戦略・プラン等（一部抜粋）

観
光
ビ
ジ
ョ
ン

ま
ち
・
ひ
と
・
く
ら
し
創
生
戦
略

地
域
防
災
計
画

す
く
す
く
プ
ラ
ン

健
康
こ
と
う
ら
計
画

環
境
基
本
計
画

地
域
福
祉
計
画

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画

人
権
施
策
基
本
方
針

公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
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第２章 琴浦町の現状と課題

１ 地勢
本町は、鳥取県のほぼ中央に位置し、東西 15.2km、南北 18.5km、総面積は139.97 ㎢になります。

南は大山山麓大地と急峻な山地、北に向かうにしたがって緩やかになり、町内を南北に流れる加勢

蛇川及び勝田川の流域を中心に平野部が広がっています。

日本海側は商工業、中部は県下有数の生産・販売数を誇る農業地帯が広がり、南側は大山滝、

船上山などで知られる風光明媚な中山間地となっています。丘陵地帯は、普通畑や樹園地として耕

作されているほか、山林資源も豊富です。東西に延びる海岸線は、単調ながらも遠浅で岩礁が多く、

魚類の生息と海藻の繁茂に適しており、沿岸漁場として県内屈指の水揚げを誇っています。

２ 人口
○琴浦町の人口予測

（出典）琴浦町、（一社）持続可能な地域社会総合研究所による独自推計

本町の人口は、1985 年頃から減少に転じて以降、減少傾向が続いています。なお、世帯数につ

いては、ほぼ横ばい状態となっており、人口減少と照らし合わせると核家族化、単身化が進行してい

るといえます。

2021年時点における人口は16,858人、高齢化率は37.0％ですが、10年後の2031年には14,493

人に、高齢化率では 40％になる推計となっています。

年齢別に見ると、これまで増加傾向にあった 65 歳以上の老齢人口についても、団塊の世代が 70
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歳代に突入し、2021 年から減少に転じていきます。また、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口につ

いても減少する傾向が継続します。

生産年齢人口の減少により、2021 年時点では 4 人で 3 人の高齢者を支える構図であった人口は、

20 年後の 2041 年には、1 人で 1 人の高齢者を支える肩車式に変化します。産業基盤の弱体化や

医療・介護における人手不足がより進行していくことが懸念されます。

人口減少の要因としては、本町の大きな課題である 20 代・30 代における転出超過が挙げられま

す。この転出超過は、高校卒業後の世代を中心に始まり、その後も 50 代前半までその傾向が続い

ています。特に子育て世代にあたる女性の転出超過は少子化を呼ぶといった悪循環につながる結

果となっています。今後も、若年層を中心に人口流出が続くことが予想され、人口総数は右肩下がり

となる一方、高齢化率は緩やかな上昇傾向となる見込みとなっています。

○琴浦町における社会増減の内訳（転入・転出）

（出典）鳥取県人口移動調査－2018・2019・2020・2021

○琴浦町から県内他市町村への社会増減（転入者数ー転出者数）

（出典）鳥取県人口移動調査－2018・2019・2020・2021

2018年△113人 2019年△53人 2020年△99人 2021年△144人
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ここで、人口の転入・転出の差である社会増減について整理すると、本町からの転出者数

が転入者数を上回っている社会減の状態が継続しています。

この社会増減を県内、県外、外国別に区分すると、近年は、県外への社会減は縮小（2018

年△118 人、2019 年△111 人、2020 年△78 人、2021 年△81 人）しています。これは、Uター

ンや移住政策に力を入れてきた結果、県外からの転入者の増加につながったと考えられます。

また、本町の特徴として外国からの転入者が多いことが挙げられます。技能実習生として、

町内の企業等で働いたのち、数年後に県外へと転出している現状があります。

一方で琴浦町から県内の他自治体への社会減については、拡大傾向（2018 年△74人、2019

年△51 人、2020 年△101 人、2021 年△73 人）にあります。このなかでも市町村別に目を向け

ると米子市への転出が多いことが分かります。これは、米子市郊外での賃貸住宅造成がすす

んでいること、また、県内での仕事を希望する人が受入先として就職しやすい市部への居住

を選択された結果と考えられます。町民は、地理的にも米子市を中心とする西部圏域に目を

向けていることが見えます。

人口減少に伴う生産年齢人口の減少は、労働力不足による経済規模の縮小や担い手不足によ

る地域コミュニティの衰退といった地域社会に大きな影響をもたらします。人口減少を緩やかに

し、これからも持続可能なまちとしていくためには、20 代・30 代を中心とした若年層の転出

抑制と、子育て世帯の転入をはじめとする U・I ターン者の増加が必要です。

町民が安心して暮らし続けられるまちとして移住定住の選択先の一つとなるためには、生

活の基盤となる「住まい」と「しごと」の環境整備はもとより、「地域づくり」、「子育て」、「教

育」、「健康」、「福祉」、「防災・防犯」、「環境」といった各分野に複合的に取り組んでいく必要

があります。

３ 産業

① 農林水産業
○産業別就業者の推移（人） ○基幹的農業従事者の年齢割合

（出典）国勢調査－2005・2010・2015 （出典）農林業センサス－2005・2010・2015・2020

町内就業者の全体数は、人口の減少に伴って減少傾向にあります。特に第１次産業に関してい

えば、就業者数が 2005 年の 2,455 人から 10 年後の 2015 年には 1,982 人に減少しています。また、
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就業者全体に占める第 1次産業の割合は、2005 年の 23.8％から 2015 年の 21.8％へ低下していま

す。

本町は、県下でも有数の農業が盛んな町ですが、2005 年に 1,531 あった農業経営体数は、2015

年には 1,132 まで減少し、農業就業者数の平均年齢は、2005 年から 2015 年までの 10 年間で、64

歳から 69 歳まで上昇しています。また、本町の基幹的農業従事者数 1,680 人のうち、59 歳以下の

人数は 272 人で、わずか 16％にとどまっています。

農業従事者の減少、高齢化に伴い、町の特産品目の栽培面積、販売金額が減少し、産地の維

持・発展が困難な状況になっており、年々、町の農業は衰退しつつあります。

このような状況を解消していくために、農業従事者の育成・確保、超省力化や高品質生産等を可

能にするスマート農業に取り組む必要があります。また、産地力をアップし、農業所得を高めるため、

園芸産地の基盤強化や収益性の高い畜産経営の実現も必要です。

② 商工業
本町は、県内町村の中でトップの事業所数、製造品出荷額を誇り、製造業、卸売業・小売業、サ

ービス業及び建設業等の多様な業種が町の経済、雇用、暮らしを支えています。中でも食品製造業

が多く立地し、2016 年時点では製造品出荷額、付加価値額が町内の製造業全体の７割を超えてい

ます。

○琴浦町の産業別従業者数 ○町内事業所数・従業員数・製造品出荷額・付加価値額

（出典）経済センサスー2012・2016 活動調査

○町内飲食店仕入れ状況（年間）

（出典）経済センサスー2012・2016 活動調査 （出典）2020 年度琴浦町地域経済循環分析調査

その一方で、人口減少による消費及び投資等の縮小や、生産年齢人口の減少による働き手不

足、後継者不在といった問題を抱えており、町内事業所数等は減少傾向にあります。2012 年からの

4年間で、事業所数は 64 件減少（△8.1%）、従業員数は 708 人減少（△10.8%）、製造品出荷額は

12.6 億円減少（△3.2％）、付加価値額は 13.9 億円（△10.4％）減少しています。

また、2015 年の地域経済循環図（RESAS）によれば、地域経済の自立度を示す町の地域経済循

環率は 73.0%ですが、消費や投資等で 190 億円もの消費額が地域内で循環せず町外へ流出して

2012

(H24)

2016

(H28)

事業所数（事業所） 786 722

従業員数（人） 6,581 5,873

製造品出荷額（百万円） 40,191 38,924

付加価値額（百万円） 13,449 12,055

総仕入額 3.3 億円

町内仕入率 47.4％

地元産品取扱率 11.9％

0 1,000 2,000 

農林漁業（個人経営を除く）
鉱業，採石業，砂利採取業

建設業
製造業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業

運輸業，郵便業
卸売業，小売業
金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業
学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業
医療，福祉

複合サービス事業
サービス業（他に分類されないもの）

2014 2016
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います。2020 年度の琴浦町地域経済循環分析調査結果によると、町内世帯の食費の消費総額は

約 42.3 億円、町内購入率は 72.8%と高めですが、11 億円以上の食費が町外へ流出していると推定

されています。

今後も人口減少等に伴う事業所数等の減少傾向が続くと見込まれます。このため、デジタル技術

等を活用し、これまでの業務の仕方を抜本的に変えていくことや起業や新事業の展開を継続的に生

み出す環境の構築、町の強みである食品関連産業等の域外から稼ぐ力をさらに伸ばしていくことが

必要です。あわせて町内飲食店の地元産品取扱率が 11.9％と低いことや、11 億円以上の食費が町

外流出している現状を踏まえ、町内での購入及び地元産品の購入を増やし、町内での資金循環に

つなげることが必要です。町内事業所を引き続き維持、発展させるためには、経営者と連携し、若者

や高齢者、女性、障がい者、外国人等従業員の誰もが働きやすい環境の整備が必要です。

４ 観光
○町の観光入込客数の全体の推移 ○町内観光地ごとの観光入込客数の推移

（出典）町観光客入込み実態調査（各年 1 月～12 月）
※単位：万人（1 万人未満四捨五入） ※観光入込客（施設利用者、レジカウンタ数など決まった方法により計測した客数）

本町の観光入込客数は、2019年をピークに減少が続いています。特に2021年については、新型

コロナウイルス感染症の拡大や物産館ことうら改修工事の影響により 2019 年比 77％まで減少してい

ます。一方、地元客の多い「道の駅ポート赤碕」はコロナ禍にあっても、利用者が増加しています。

また、（株）一向平キャンプ場が運営する「一向平キャンプ場」は、アウトドア・ネイチャーサウナ・熱

波師などをキーワードとした情報発信の強化により利用者数が増加しています。

○琴浦町の観光振興のイメージ図
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2020 年度に実施した人流分析の結果（携帯電話の位置情報を活用して人の動きを数値化した情

報）によると、本町への観光客は、近隣県（島根、広島、岡山県など）が多くを占めていることが分か

っています。また、「道の駅琴の浦」へは県外からの訪問客 62 万人の内 39 万人が立ち寄っているこ

とが分かっています。

しかし、この県外客 39 万人のうち 96％以上は、町内の他の観光スポットへ訪問していません。町

内の定番観光ルートが少ない中、町内のスポットに 2箇所以上訪問している人は全体の 6.5％となっ

ています。この分析結果を踏まえて、町としては、道の駅「琴の浦」を玄関口に観光資源を磨き上げ、

まちなかへの周遊へとつなげるとともに飲食店へ立ち寄る人を増やして、経済効果をあげる仕組み

づくりをする必要があります。

５ 子育て
全国的に少子高齢化が進行する中、本町の子どもの数も減少傾向にあります。また、地域とのつ

ながりの希薄化や核家族化など、子育て世帯をとりまく環境も変わってきています。本町では、2017

年に「子育て世代包括支援センター」を開設し、保健師や栄養士が、妊産婦や子育て中の家族の多

様な悩みや不安に寄り添い、妊娠期から子育て期まで、切れ目のないきめ細やかなサポートを行っ

てきました。本町の子育て世帯の特徴として挙げられるのが、女性の就労率が高く、労働力率（15 歳

以上の女性の生産年齢人口に占める労働力人口の比率）は、「出産・育児期」においても、大幅な

低下は見られないということです。このため、子育て支援サービスや保育施設等の利用ニーズが高く

なっています。

本町では、保護者が安心して働けるよう、こども園や保育園（公立５園、私立２園）、放課後児童ク

ラブ（公立４クラブ、私立1クラブ）を設置し、子育てを支援しています。また、子育て世帯の経済的負

担を軽減するため、第 2子以降の保育料・副食費の無償化や家庭保育の希望を叶える給付等、安

心して子育てできる環境づくりをすすめています。

○年代別女性の労働力率

（出典）国勢調査－2020
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子育て世帯をとりまく社会環境の変化により、家庭や地域の「子育て力」の低下が課題となっており、

すべての子どもが健やかに育つためにも、家庭や地域社会全体での子育て支援をすすめていく必

要があります。特に、子育て世帯の就労率が高い本町では、地域や企業と連携した子育て支援の

取り組みが重要となってきます。また、子育て世帯の状況も様々であるなか、個々の状況に応じたき

め細やかな支援や、親育ち、親子の絆づくり等の家庭支援を継続していくことが必要となっています。

６ 教育
情報化やグローバル化をはじめとする社会情勢の変化が急激に進行する中、持続可能な社会の

担い手となる児童生徒に求められる力も大きく変化してきています。

この現状を踏まえ、本町では、誰一人取り残さない質の高い教育の実現を目指して、町内の小中

学校の校内環境を整備し、一人一台の情報端末を活用した個別最適な学習をすすめてきました。

教職員に対しても研修の機会を設けるとともに必要な人材の配置を行うなど、各学校での ICT 活用

教育の実践を支援しています。

あわせて、ふるさとを誇りに思う教育、地域を支える人材の育成を目指し、各学校では地域の自

然や歴史、産業、人材などを題材とした学習活動を積極的に行っています。また、児童生徒一人ひ

とりの教育ニーズも多様化しており、幼児期から切れ目のない支援を継続しながら、個に応じた教育

を関係機関と連携しながら実施しています。

近年、本町では、個別の支援が必要な児童生徒が増加している現状があります。個々の特性に

応じた教育をすすめるためには、必要な職員の確保とあわせて一人ひとりに最適な学習の推進が

求められています。

また、不登校の児童生徒も増加傾向にあり、こうした子どもたちの居場所づくりと学習機会の確保

が課題となっています。学校が抱える課題が複雑化する中、教職員の働き方改革は大きな課題の

ひとつであり、教職員自身の意識改革とあわせ、ICT活用による業務の効率化などに継続して取り組

むことが必要です。

７ 文化・芸術
本町には国指定特別史跡斎尾廃寺跡をはじめ、国、県及び町の指定・登録文化財が多くあります。

また、指定・登録文化財のほかに、町内にはこれまで地域の人々によって守り伝えられてきた未指定

の文化財や伝統文化も多くあります。

これらは、町の歴史、文化を現代に伝えるとともに、この町で生まれ育った私たちの誇りとなる貴重

な歴史文化遺産です。国指定重要文化財河本家住宅では、地域住民を中心に河本家保存会が組

織され、地域での公開活用を 2002 年から積極的に取り組んでいます。

文化・芸術では、町内には美術、音楽、芸能、文芸、教養といった多分野で活動される団体、個人

の方々が多く、日々の活動のほか、文化祭などで発表をしています。これらの発表の場は、文化・芸

術の活動者自らの研鑽のみならず鑑賞する人にも、日々の暮らしを豊かにする感動を提供していま

す。
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近年、歴史文化遺産を取り巻く状況は、過疎化、少子高齢化など社会状況の変化による後継者

の不在、維持管理や修理など後世に残すために必要な財源不足などが問題となっています。歴史

文化遺産を地域の誇りとして、いかにして後世に残していくか、さらには町の資源としてその価値や

魅力を発信し普及啓発するなど、保存・活用の取り組みは今後の重要な課題です。

また、文化・芸術においても、過疎化、少子高齢化などによる活動者の減少、練習や発表を行う施

設の老朽化による利用停止など活動場所の縮小も課題となっています。加えて、生活様式の多様化

に伴い文化・芸術の範囲も多様化しており、文化・芸術活動者の実態把握とともに鑑賞、発表、活動

の支援に取り組む必要があります。

８ 健康・福祉
少子高齢化による人口減少や高齢（独居）等の世帯の増加や近隣住民との関係の希薄化に伴い、

互いに助け合う地域の力が弱まっています。

本町では高齢化率が 37％（2021 年時点）を超え、高齢者のみの世帯が 3 割を超えています。住

み慣れた地域で安心して暮らしながら健康寿命の延伸を図るために、介護予防・認知症予防事業

の充実に加え、誰もが気軽に立ち寄れる集いの場の整備を図ることが重要となっています。

あわせて、地域住民やボランティア団体・民生委員など関係者と連携して、困りごとがある人を関係

機関へつなげ支援できるように、体制の確立・充実が必要です。

○町民の健康寿命の推移

（出典）担当部署による集計

住み慣れた地域で安心して暮らすためには、地域の力を強める必要があり、住民同士の交流の

活性化や支え合う意識を高めて、地域の課題（人口減少・高齢化による担い手不足など）をどのよう

に解決していくのか、地域全体で考えていくことが求められています。

地域と連携し、身近な地域で気軽に集まれる健康づくり・介護予防も兼ねた居場所の整備をすす

める必要があります。

また、障がいのある人の自立と社会参加の意欲の高まり、加えて施設や長期入院の生活から地域

生活への移行により、対応できる在宅福祉サービスの充実や住まい及び働く場の確保、障がいにつ

いての正しい理解のための啓発が一層必要となっています。
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９ 防災・防犯
近年、全国各地で地震や気候変動の影響等による大雨、台風といった災害の被害が発生していま

す。このような災害に備え、本町では、町民への情報伝達手段の整備や防災マップを活用した災害

リスク等の周知、災害備蓄品の整備といった災害対策を行っています。

また、災害時における自助・共助の取り組みを推進するため、地域防災の中核を担う自主防災組

織の結成・育成や地域の防災リーダーとなり得る防災士の育成、地域における支え合いの仕組みづ

くりを行う支え愛マップづくりを支援しています。

○琴浦町の自主防災組織の結成数と結成率

（出典）担当部署による集計

○琴浦町の消防団員数の推移

（出典）担当部署による集計

町内の自主防災組織（規約等で規定されたもの）は、76 組織、88 集落（2022 年 4 月現在）で結成

されており、結成率は 57％となっています。町内での結成があまりすすんでいない現状があるほか、

組織結成後、訓練や研修といった平常時の活動が十分実施できていない組織もあり、住民の防災

意識の向上が大きな課題となっています。

また、地域住民で組織する消防団は、149 人（2022 年 4月現在）で構成されており、消火技術の向

上、水害等を想定した訓練・研修を行っています。2018年には163人だった団員数が、2022年には

149 人まで減少するなど、年々団員数が減少しているとともに、団員の高齢化もすすんでいます。

消防団は、建物火災のほか、風水害時の警戒、土のう設置といった活動を行うなど、防災活動に

おいて重要な役割を果たしています。近年多発する災害時における地域の防災・減災活動を行う中

心的な組織であり、団員の確保が喫緊の課題です。

年度 2018 2019 2020 2021 2022
団員数 163 人 163 人 159 人 150 人 149 人
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10 環境
本町における家庭ごみの 1人 1日あたりの排出量は、2021（令和 3）年度では 720 グラムとなって

います。1 世帯あたりの年間排出量では、実に 675 キログラムものごみが各家庭から出ていることに

なります。近年、町の家庭ごみの排出量は緩やかな減少傾向にありますが、依然として多くのごみが

排出されていることが分かります。

○琴浦町の家庭ごみ排出量（1人1日あたり）

（出典）鳥取中部ふるさと広域連合の集計結果を担当部署で加工

ごみの排出量の増加は、焼却処分に係る二酸化炭素排出量の増加に直結するとともに、中間処

理施設や最終処分場の短命化に繋がります。

本町では 2021（令和３）年に家庭ごみ（可燃ごみ）の組成調査を行い、ごみの現状を数値化し、全

体像を確認しました。調査結果によると、家庭から可燃ごみとして出された中には、リサイクルが可能

なごみ（紙類、繊維・布類、プラスチック類等）も一緒に出されており、その割合は全体の約 27％を占

めていました。また、厨芥類（生ごみ）が全体のうち約 42％となっていますが、この内、食べ残しや賞

味期限切れなどで捨てられている食品が約 16％となっていました。

○家庭ごみの内容の内訳

（出典）琴浦町一般廃棄物（家庭ごみ）組成調査報告書-2021

※リサイクルが可能なごみ
軟質プラスチック、ペットボトル、食
品トレイ、牛乳パック、新聞紙など

※厨芥類（生ごみ）-食品ロス-
食べ残し、賞味期限切れの食品
など

※資源化が困難な可燃ごみ
紙おむつ、布くず、剪定枝、木・
竹、ゴムなど

※厨芥類（生ごみ）
調理くず
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このように、家庭ごみの内訳を分析すると「分別により再利用できるもの」や「発生を防ぐことができ

る食品ロスに関するもの」で全体の 43％を占める結果となりました。これらは、本来であれば減量す

ることができたごみと考えることができます。この全てが、可燃ごみとして捨てられている現状が本町

にとって大きな課題です。

調査結果を踏まえ、特に一般家庭から出る可燃ごみの減量化（生ごみの減量・プラスチック等の

適正な分別）について町民全体で取り組んでいくことが必要です。

また、地球温暖化など多くの環境問題を抱える昨今にあって、政府は 2050 年までに温室効果ガ

スの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル※」を目指すことを宣言しています。

本町においても、脱炭素社会の実現に向けて近隣市町や地域新電力会社※と協働し、一体となっ

て再生可能エネルギー※の活用を推進していく必要があります。

※カーボンニュートラル：温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。カーボンニュートラルの達成の
ためには温室効果ガスの排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化をする必要があります。

※地域新電力会社：電気の地産地消を目的とした地域密着型の電力小売業者のこと。
※再生可能エネルギー：太陽光、風力、水力など非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的

に利用することができると認められるもの。

11 公共施設
町内の公共施設は、建築後30年を経過した施設が半数を超えており、今後一斉に大規模改修な

どが必要な時期を迎えます。人口が減少する中、人口が多い時代に建てられたすべての施設を更

新することは、財政的な面からも困難となっています。今後、施設の複合化などをすすめ、将来の人

口規模に見合った総量及び配置が必要です。

公共施設の総量の圧縮は避けられませんが、ただ施設を減らしていくだけでなく、維持する施設

を「地域の拠点」などへ再整備し「まちづくり」をすすめる必要があります。

○公共施設の経過年数別施設数

（出典）担当部署による集計
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12 財政
本町は、2004 年に旧東伯町と旧赤碕町が合併し、公共施設の整備のための地方債（町の借金）

を発行してきました。

地方債残高は、2013 年に 161 億円にまで増加し、その後、残高は減少してきました。一方、基金

（町の貯金）は、災害などの対応のため 2014 年度以降は減少傾向にあります。

町税は、税制改正などによる増減もありますが、納税者の減少や土地評価額の下落などにより

2008 年をピークに減少傾向となっています。一方で歳出は高齢化がすすむことから社会保障関係

経費などの伸びに加えて、公共施設の老朽化対策などの増加が見込まれていることから、行財政改

革などを通じて事業の効率化などに取り組むとともに、質の高い町民サービスを行う仕組みづくりが

必要です。

○地方債残高の推移 ○基金残高の推移

（出典）担当部署による集計 （出典）担当部署による集計

○町税の推移

（出典）担当部署による集計
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第３章 琴浦まちづくりビジョン
１ 体系図

理
念

新しいひとの流れをつくりだす共生のまちづくり
移住定住、関係人口、地域づくり、共生、出会い、妊娠・出産、子育て、交通

子どもも大人も「我がまち」を誇れる教育・文化のまちづくり
教育、生涯学習、文化・芸術

誰もが生きがいをもって輝けるまちづくり
健康、福祉、社会参加

魅力ある産業が生み出す地域経済好循環のまちづくり
農林水産業、商工業、経済、観光

安心・安全な暮らしを守る持続可能なまちづくり
防災・防犯、空き家対策、再生可能エネルギー、ごみ、公共施設、インフラ

町民の声が届き、ともに創る未来のまちづくり
情報発信、協働・参画、行財政改革

ふるさとへの愛着
を深める、地域に
根ざした体験と学
びの展開

重点項目

ひとが輝く、豊かな自然と食のまち琴浦将
来
像

共生のまち 自然と食のまち 進化するまち 誇れるまち

政
策

次世代につなげ
る産業と「食」が
広げる新たな魅
力づくり

若者の定住・UJI
ターンへの足掛か
りとなる「住まい」
と「しごと」の環境
整備

情報発信と対話
が築く、みんなが
関わる協働のま
ちづくり
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２ 将来像
琴浦まちづくりビジョンは、町の目指すべき将来像や理念を町民と共有し、その実現に向けて、協

働で「まちづくり」を行うための言わば「未来の琴浦町をつくる設計書」です。

その中でも将来像は、10 年後の琴浦町を「こんなまちにしたい」、「こんなまちでありたい」との姿を

示すものであり、最も重要な指針となります。

ことうら未来会議、中学生ワークショップで多くの声が挙がった、町の強みであり特徴でもある「人」、

「自然」、「食」を軸に「琴浦町らしさ」と「共感を持てる」将来像を掲げました。

◎ことうら未来会議、中学生ワークショップでの全ての意見をキーワードに分割して内容を分析

ひとが輝く、豊かな自然と食のまち琴浦
私たちのまちは、日本海と大山に囲まれ、美しい自然と多彩な食にあふれています。

この恵まれた環境こそ絆を大切にする心豊かなひとを育む土壌と養分であり、次の

世代へとしっかりと繋ぎ、さらに活かしていくべきものです。

ここに暮らす一人ひとりの個性や生き方が尊重され、生きがいを持って自分自身の

思いを叶えることができる、そんな「輝くひと」たちが育ち、集い、根付くまちを

目指します。

円の大きさは、発言さ
れたキーワードの量を示
しています。

直線は、キーワード同
士の接続や繋がりを示
しています。

人、自然、食べ物、子
育て、仕事、観光、教
育、交通、健康、交流
といった町民の声が多く
挙がっています。

（KHCoder3 で作成）
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３ 理念
理念とは、琴浦町のまちづくりの基本となる考え方です。ワークショップやアンケートなどで町民か

ら寄せられた様々な意見を基に描きました。将来像を達成するためのまちづくりの根底にある考え方

として、町全体で共有していくものになります。

○共生のまち お互いの違いを認め合い、自分も相手も大切にできる

○自然と食のまち 美しい自然と豊かな食が新たな魅力をつくる

○進化するまち さらなるチャレンジで未来のくらしを創造する

○誇れるまち このまちを大切に思い、住み続けたいと思える

【町民の意見（アンケート及びワークショップより）】
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４ 重点項目
第 2次琴浦町総合計画の検証結果及びアンケート、ワークショップでの意見を基に、2022 年度か

ら 2026 年度の 5年間で町が特に課題として取り組むべき施策を重点項目として設定します。

重点項目は、各政策・施策の要素を複合する内容とし、達成によって得られる効果に着目した目

標値を設定します。

項目 目標値 基準値

① ふるさとへの愛着を深める、地域に根ざした体験と学びの展開
地域ぐるみの子育て・教育と歴史の継承と文化の振興により、子どもも大人も地域の一員として地域を大切に

する心を培います。ふるさとへの愛着を深め、将来的な定住化・関係人口化につなげます。

これからも町に住み続けたいと考える人の

割合
60.0％（2026 年）

53.9％（2021 年）

60.8％（2016 年）

この地域で子育てをしていきたい人の割合 75.0％（2026 年） 72.9％（2021 年）

地域や社会をよくするために何をすべきか

考えることがある児童生徒の割合

小 6：60.0％（2026 年）

中 3：40.0％（2026 年）

小 6：54.5％（2021 年）

中 3：34.9％（2021 年）

② 次世代につなげる産業と「食」が広げる新たな魅力づくり
町の強みである自然と食を次世代につなげるため、一次産業の担い手育成を図ります。自然と食を活かした

グルメや体験型コンテンツを新たな魅力として発信し、交流人口の増と地域経済の活性化につなげます。

農林水産業における新規就業者数
30 人

（2022～2026 年の累計）

35 人

（2015～2019 年の累計）

主要品目の販売高(梨、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾐﾆﾄﾏﾄ、

白ﾈｷﾞ、ｽｲｶ、繁殖和牛、酪農、ｸﾞﾗﾝｻｰﾓﾝ)
50 億円（2026 年） 45.8 億円（2021 年）

観光入込客数 90 万人（2026 年） 52 万 7 千人（2021 年）

③ 若者の定住・UJI ターンへの足掛かりとなる「住まい」と「しごと」の環境整備
空き家、賃貸住宅、マイホームなどの住宅政策とあわせ商工業者の安定経営と起業・創業により町内雇用の

確保を図ります。生活基盤である「住まい」と「しごと」づくりを通じ、転出抑制と UJI ターン増につなげます。

人口社会増減
△400 人

（2022～2026 年の累計）

△443 人

（2017～2021 年の累計）

UJI ターン者の人数
910 人

（2022～2026 年の累計）

828 人

（2017～2021 年の累計）

町内企業への新規就職者数
1,135 人

（2022～2026 年の累計）

1,135 人

（2015～2019 年の累計）

④ 情報発信と対話で築く、みんなが関わる協働のまちづくり
町民の声をまちづくりの起点とするための対話の場づくりと SNS による情報発信を充実し、双方向の情報共有

を図ります。町民と行政だけでなく様々な関係者がともに考え、ともに動く協働のまちづくりにつなげます。

広報に対する住民満足度[5満足～1不満] 3.0 以上（2026） 2.7（2021）

地区公民館と一体化した

新たな地域運営組織
9地区（2026） 1 地区（2021）
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【重点項目と政策・施策の関連性】

重点項目の達成には、様々な政策・施策が関係しています。関連する施策に複合的に取り組むこ

とで目標の達成へとつなげます。なお、それぞれの重点項目が関連する政策・施策については、●

印を記載し、関連性を示しています。

重点項目

政策/施策

ふるさとへの愛着
を深める、地域に
根ざした体験と学
びの展開

次世代につなげる
産業と「食」が広
げる新たな魅力づ
くり

若者の定住・UJI
ターンへの足掛か
りとなる「住まい」
と「しごと」の環境
整備

情報発信と対話
で築く、みんなが
関わる協働のまち
づくり

（１）新しいひとの流れをつくりだす共生のまちづくり ⬤ ⬤

① 住宅の確保と移住定住の推進 ⬤ ⬤

② 関係人口の拡大とつながりの強化 ⬤ ⬤

③ 町民主役の地域づくり ⬤ ⬤

④ 支え合いと共生のまちづくり ⬤ ⬤

⑤ パートナーと出会い、幸せを共感できるまちづくり

⑥ 子どもを産み育てやすい環境づくり ⬤ ⬤

⑦ 持続可能で利用したい地域交通の構築 ⬤

⑧ 駅舎の活用と駅前の魅力化

（２）子どもも大人も「我がまち」を誇れる教育・文化のまちづくり ⬤

① 子どもの成長に寄り添い、まちの特色を活かした教育の推進 ⬤

② 子どもたちが安心して遊び、学べる環境づくり ⬤

③ ICTを活用した個別最適な学びの提供 ⬤

④ グローバルな社会で活躍できる人材の育成 ⬤

⑤ 大人に対する学びの環境づくり ⬤

⑥ 歴史文化資源の活用と継承 ⬤

⑦ 文化・芸術活動の振興 ⬤

（３）誰もが生きがいをもって輝けるまちづくり ⬤

① 誰一人取り残さない地域内での福祉の充実 ⬤

② 誰でも参加できる居場所づくり・生きがいづくり ⬤

③ 地域で取り組む町民一人ひとりの健康づくりと介護予防 ⬤

④ 持続可能な医療・保健・介護事業の推進

⑤ ニュースポーツによる健康づくりの推進

⑥ 誰もが利用したくなる運動拠点施設の整備 ⬤

（４）魅力ある産業が生み出す地域経済好循環のまちづくり ⬤ ⬤

① 農畜水産物の生産振興と一次産業の担い手育成 ⬤ ⬤

② スマート農業の推進 ⬤ ⬤

③ 農地・農業用施設の保全活動の推進 ⬤ ⬤
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④ 地産地消の促進により地域の中で経済がまわる仕組みづくり ⬤

⑤ 起業、創業に対する支援の充実 ⬤ ⬤

⑥ 企業のデジタル化と多様な働き方・雇用対策の推進 ⬤ ⬤

⑦ 琴浦産品のブランド化と販路拡大 ⬤

⑧ 道の駅を核とした周遊促進と観光消費の拡大 ⬤

⑨ グルメ×アウトドアによるコトウラニューツーリズムの推進 ⬤

（５）安心・安全な暮らしを守る持続可能なまちづくり ⬤

① 自助・共助・公助による災害に強いまちづくり ⬤

② 空き家の適正管理の指導と除却の支援 ⬤

③ 再生可能エネルギーの利活用による脱炭素社会への転換 ⬤

④ ごみの減量化とリサイクルの推進

⑤ 公共施設の集約・複合化による質の高い町民サービスの提供 ⬤

⑥ 公共インフラ（道路・上下水道など）の適正な維持管理 ⬤

（６）町民の声が届き、ともに創る未来のまちづくり ⬤

① 町民に伝わる情報発信と情報共有 ⬤

② 町民参画・協働の仕組みづくり ⬤

③ 企業等との連携の推進 ⬤

④ 行政サービスのデジタル化

⑤ 地域に根付く職員の育成 ⬤

⑥ 近隣自治体との行政サービス共同化の推進 ⬤
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５ 政策・施策
将来像・理念を実現するために、町では 2022 年からの 5 年間における行政の方向性（政策）とし

て 6つの柱を立てました。これらを達成するために、政策ごとに 6～9項目の施策を設定し、取り組み

をすすめます。

なお、政策の下には関係する分野を記載しています。

（１）新しいひとの流れをつくりだす共生のまちづくり

移住定住、関係人口、地域づくり、共生、出会い、妊娠・出産、子育て、交通

（２）子どもも大人も「我がまち」を誇れる教育・文化のまちづくり

教育、生涯学習、文化・芸術

（３）誰もが生きがいをもって輝けるまちづくり

健康、介護、福祉、社会参加

（４）魅力ある産業が生み出す地域経済好循環のまちづくり

農林水産業、商工業、経済、観光

（５）安心・安全な暮らしを守る持続可能なまちづくり

防災・防犯、空き家対策、再生可能エネルギー、ごみ、公共施設、インフラ

（６）町民の声が届き、ともに創る未来のまちづくり

情報発信、協働・参画、行財政改革
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政策（１）新しいひとの流れをつくりだす共生のまちづくり
－分野－

移住定住、関係人口、地域づくり、共生、出会い、妊娠・出産、子育て、交通

自分たちが生まれ育った地域でいつまでも暮らし続けることができるよう、地域の様々な課題

を町民同士の話し合いと支え合いにより、解決していく必要があります。そのためには、年齢や

性別、出身地、国籍などにかかわりなく一人ひとりの人権を尊重し、すべての人が対等な関係を

築けるような地域共生社会の形成をすすめます。

SDGｓの目標のひとつである「ジェンダー※平等の実現」を推進し、特に女性が働きやすい職

場、暮らしやすいまちを目指し、子育て世代の転出抑制と転入増加に取り組みます。

また、少子高齢化がすすむなかでも、人口減少を緩やかにし、地域の活力を維持していくた

めには、町の強みである独自の子育て支援や、町の魅力を内外に PR する移住定住施策や関

係人口※の創出が必要です。移住定住施策では、特に若者が暮らしやすい琴浦町を目指し、

住宅施策、子育て支援などの充実を推進します。地域外からの移住による新たなひととの出会

いを地域の力に変え、活力と魅力があふれるまちをつくります。

※ジェンダー：社会・文化的につくられる性別のこと。SDGs の目標５「ジェンダー平等を実現しよう」では、
すべての女性に対するあらゆる差別をなくすことなどが達成すべき目標となっています。
※関係人口：特定の地域に継続的に多様なかたちで関わる人のこと。

施策（１）
① 住宅の確保と移住定住の推進

人口減少の要因とされる少子化対策として、若者や子育て世代の定住者を増やすための取

り組みの重要性が高まっています。移住・定住のきっかけとなる賃貸住宅を増やすための取り組

みに加えてマイホーム取得についても新築、空き家などの幅広い選択ができるように支援を行

います。このほかにも UJI ターンを容易にするための移住者支援の充実、町民連携による移住

後フォロー、地域おこし協力隊の受入れ強化など若年層を中心とした琴浦町への移住と定住を

後押しします。

② 関係人口の拡大とつながりの強化

人口減少がすすむ中でも、町外から琴浦町を応援し、関わりを持つ人（関係人口）を増やす
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ことで人材不足の解消やまちの活性化につなげます。コトウラファンサポーターの増加、ふるさと

納税制度の拡充、ワーケーションの環境整備、副業人材の活用等を推進します。

③ 町民主役の地域づくり

町民による新たな地域運営組織の立ち上げを支援し、地域内交流の活性化と安心して暮ら

すことができる地域づくりをすすめます。集落支援員の配置や地域内でのリーダーやボランティ

アの育成による仲間づくりを促進し、町民が主体的に関わり、助け合える地域づくりを推進しま

す。あわせて、地域内での多世代交流と活性化の拠点整備をすすめます。

④ 支え合いと共生のまちづくり

性別、出身地、国籍など個人の生まれつきの社会的境遇にとらわれることなく一人ひとりが生

き生きと暮らせるように、互いを受け入れ、地域で、町で支え合い、町民にとって住みよいまちづ

くりをすすめます。

⑤ パートナーと出会い、幸せを共感できるまちづくり

パートナーと出会うための機会を提供し、共に暮らすことができる環境づくりをすす

めます。

⑥ 子どもを産み育てやすい環境づくり

子育て世帯が子育てに喜びを感じ、安心して子どもを産み育てられるよう、地域が支える「地

域ぐるみの子育て」を推進します。また、子育てと仕事の両立を希望する世帯への支援や、妊娠

期から子育て期を通して必要な情報提供や相談などの支援を行い、きめ細かな子育て支援に

取り組みます。

⑦ 持続可能で利用したい地域交通の構築

朝と夕の通勤・通学のバスを維持しつつ、利用者が少ない日中のバスを乗合いタクシーや共

助交通を活用した個別輸送方式へと転換をすすめます。町民の移動手段を確保し、利用した

いと思える持続可能な地域交通システムをつくります。

⑧ 駅舎の活用と駅前の魅力化

町の玄関である浦安駅、赤碕駅は利用者の減少と老朽化のため、将来的には簡素な施設へ

と切り替える方針がＪＲより示されています。現在の駅舎を活用し、駅前の魅力化をすすめるため、

地域、企業、学校等と連携し、協働で駅舎・駅前の改善を図ります。
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政策（２）子どもも大人も「我がまち」を誇れる教育・文化のまちづくり
－分野－

教育、生涯学習、文化・芸術

ふるさとを思い、地域の一員として地域を大切にする心を子どもの頃から培うことが重要です。

そのためには、大人自身がこの町で暮らすことに誇りを持ち、大人から子どもへ町の魅力を繋い

でいくことが大切です。

大人からの言い伝えや学びを通して子どもたちが地域に関心を持ち、ふるさとへの想いを深

めるための取り組みを推進します。また、大人に対しても地域を知り、学ぶための機会を創出し

ます。

また、子どもたちがめまぐるしく変化する社会に適応していく能力を培うために ICT を活用し

た学習と一人ひとりの成長に寄り添った指導を行い、誰一人取り残されない教育を実践します。

施策（２）
① 子どもの成長に寄り添い、まちの特色を活かした教育の推進

まちの自然環境や地域の人材を活かした教育を推進することで、子どもたちが地域や様々な

大人と関わり、体験を通してふるさとへの関心を高める機会をつくります。

② 子どもたちが安心して遊び、学べる環境づくり

遊びは子どもの成長や発達にとって重要な体験であり、心身ともに健康な育成を図るため外

遊びの推奨と、創造性や主体性を育む遊び環境の充実を図ります。

あわせて、多様化する子どものニーズに対応し、一人ひとりに応じた教育相談支援や、未就

学児期から関係機関が連携し、切れ目ない支援を実施します。

③ ICT を活用した個別最適な学びの提供

学校でタブレットを活用した学習をすすめ、一人ひとりの理解度を把握することで個別最適な

指導を行います。また、オンラインを使った新たな授業により、子どもたちの情報活用能力を伸

ばし、創造力を育てる学習を目指します。あわせて、指導者の能力向上等に取り組みます。
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④ グローバルな社会で活躍できる人材の育成

授業における語学の習得だけでなく、オンラインを活用して国内外の様々な地域と交流の機

会を持つことで多様化する社会への対応力を培い、世界で活躍できる人材の育成を図ります。

⑤ 大人に対する学びの環境づくり

町民がより豊かな人生を実現するために、知る機会や学びの機会を提供するとともに、仕事

に必要なスキルなどを習得するためのリカレント教育※を推進します。また、地域のリーダー育成

や仲間づくりをすすめます。また、オンラインを活用し、場所に限らず講座が受講できる生涯学

習の機会を創出します。

※リカレント教育：学校教育からいったん離れたあとも、それぞれのタイミングで学び直し、仕事や人生で求
められる能力を磨き続けるための社会人の学び。

⑥ 歴史文化資源の活用と継承

町内の歴史文化や人材等地域資源を教材に、体験を通して子どもたちが地域社会を知る

「ふるさと教育」を推進し、ふるさとへの愛着を育みます。また、文化財や史跡の保存・活用と情

報発信を強化し、後世に引き継ぐ地域の宝として磨き上げを行います。

⑦ 文化・芸術活動の振興

創造力や感性を育むために文化・芸術の振興が必要です。町民が文化や芸術に触れる機

会を確保していくために、行政、活動者、その他関係団体が連携して振興を図る環境づくりを行

います。
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政策（３）誰もが生きがいをもって輝けるまちづくり
－分野－

健康、福祉、社会参加

町民一人ひとりの生き方が認められ、自らの力で生きがいを持って社会と関わることで、心身

ともに充実した生活を送ることができる環境をつくります。

また、若年層からの健康づくりに積極的に取り組むことで将来的な疾病・介護予防につなげ、健

康寿命の底上げを図ります。

あわせて、町民が安心して暮らすことができるよう地域医療と地域福祉の充実を図ります。

施策（３）
① 誰一人取り残さない地域内での福祉の充実

地域における町民同士の助け合いの仕組みづくりを推進します。そのためには、様々な状況

においても互いに受け入れて支援ができるように、個々の特性や必要な支援等について正しく

理解するための啓発を促進させます。また、個々の状況に応じて必要なサービスや事業を提供

し、生活支援をはじめ一人ひとりが活躍できるように支援を行います。

② 誰でも参加できる居場所づくり・生きがいづくり

希望する人が誰でも集える居場所づくりなど、町民が主役となる地域活動を後押しし、町民の

社会参加、仲間づくり、支え合い活動を推進します。

③ 地域で取り組む町民一人ひとりの健康づくりと介護予防

住み慣れた地域で一人ひとりが望む生活を送ることができるよう、医療と介護サービス、地域

の支え合いを結集させた地域共生社会の実現を目指します。また、若年層・中年層の働き盛り

においても生活習慣病等の増加傾向がみられることから、若いうちから適切な指導を受けること

で運動・食事を見直し疾病予防につなげます。
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④ 持続可能な医療・保健・介護事業の推進

少子高齢化が進み、一人あたりの医療費・介護給付費が増え続けています。これまでに蓄積

した医療・健診・介護データを分析することで地域の健康課題を明確化し、ICT を活用した医療

の提供や効果的かつ効率的な保健事業を推進します。また、国保税率の県統一を目指すととも

に、県と協力して低所得者へのさらなる支援に取り組みます。さらに、介護予防に取り組む中で、

元気な高齢者を増やし、介護給付費の抑制を図ります。

⑤ ニュースポーツによる健康づくりの推進

町民に対する運動習慣定着の取り組みとして、運動習慣がない人や運動をはじめたい人を

対象にしたプログラムをつくります。

⑥ 誰もが利用したくなる運動拠点施設の整備

民間企業と連携した施設整備など東伯総合公園の管理運営・活用の見直しを行います。誰

もが容易に利用できるような施設環境の整備と魅力あるサービスの提供を行います。

28



政策（４）魅力ある産業が生み出す地域経済好循環のまちづくり
－分野－

農林水産業、商工業、経済、観光

町の強みである自然と食を活かして、一次産業を基盤とした産業振興を図ります。

また、町内商工業者の安定経営と持続的発展を図るため、事業承継の推進、新たな分野にお

ける起業・創業の支援に積極的に取り組みます。

自然や食を観光と掛け合わせ、道の駅やワイナリー、一向平キャンプ場を拠点としたここでし

か味わえない体験型コンテンツを開発し、町内外へ町の魅力を発信し、町を訪れる交流人口を

増やすことで地域経済を活性化させ、新たな雇用を生み出すなど、地域経済に好循環をもたら

す仕組みづくりをすすめます。

施策（４）
① 農畜水産物の生産振興と一次産業の担い手育成

生産者の所得向上を図るため、農畜水産物の生産振興に取り組みます。

また、研修制度を充実させ、担い手の育成を推進します。農業においては担い手農業者の

規模拡大とともに農地集積を支援します。漁業においても研修制度を充実させるほか ICT を活

用した技術習得を推進し、担い手の確保・育成を図ります。

② スマート農業の推進

ロボット技術や ICT を活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業スタイルで、生産

性の向上、担い手の確保及び労力の軽減を図ります。

③ 農地・農業用施設の保全活動の推進

農地や農業用施設（水路や農道等）の適切な維持、保全を図ります。

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落協定に基づく農業生産活動等を支援

します。また、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能を維持・発揮させます。

さらに、荒廃農地の再生・基盤整備により遊休農地の拡大を防止します。
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④ 地産地消の促進により地域の中で経済がまわる仕組みづくり

世帯の食費年間消費総額のうち 11 億円以上が域外へ流出しており、この額を町内に取り戻

すための取り組みを推進します。また、町内飲食店における地元産品取扱率の向上を図るため、

地元生産者等と飲食店をつなぐ仕組みを構築し、地域内経済循環を促進します。

⑤ 起業、創業に対する支援の充実

新たに起業・創業する人や新分野（これまで町内に存在しなかった新たな業種）にチャレンジ

する事業者を町全体で支援するとともに、事業を継続していくための支援体制を構築します。

⑥ 企業のデジタル化と多様な働き方・雇用対策の推進

企業のデジタル化を推進することで、業務効率化、生産性向上につなげるとともにリモートワ

ーク・ワーケーション・副業といった一人ひとりが能力を発揮できる多様で柔軟な働き方を支援し、

事業継続、雇用確保に向けて取り組みます。

⑦ 琴浦産品のブランド化と販路拡大

「とっとり琴浦グランサーモン」のブランド化や、新たなご当地グルメの開発により産業の振興

を図ります。また、企業の新商品開発や既存商品の新展開に向け支援体制を構築するとともに、

販路開拓を促進することで町全体の経済発展を目指します。

⑧ 道の駅を核とした周遊促進と観光消費の拡大

道の駅琴の浦をゲートウェイ（玄関口）として、地域内周遊を促進させる仕組みづくりを行い、

観光消費の拡大を図るとともに、インバウンド※対策を推進します。

※インバウンド：外国人の訪日旅行のこと。

⑨ グルメ×アウトドアによるコトウラニューツーリズムを推進

一向平キャンプ場やワイナリーを拠点としたグルメやアウトドアによる観光誘客を図るため、魅

力ある体験型観光メニューなどをつくり、本町ならではのニューツーリズムを推進します。
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政策（５）安心・安全な暮らしを守る持続可能なまちづくり
－分野－

防災・防犯、空き家対策、再生可能エネルギー、ごみ、公共施設、インフラ

豊かな自然に恵まれた生活環境を守るため、本町では世界中で取り組みがすすむ SDGs を

切り口に脱炭素社会の実現を目指して、再生可能エネルギーの活用やごみの減量化・リサイク

ルの推進に率先して取り組みます。あわせて、老朽化がすすみ利活用することができない空き

家については、快適な住環境の確保の面から、街並みや景観を阻害する空き家の除却を促進

します。

また、安心・安全な暮らしのために、気候変動に伴う異常気象に対応したインフラ整備を行い、

災害に強いまちづくりを行うとともに、いつ起きるか分からない災害に備えて平時からの防災体

制の確立を図ります。

人口減少がすすむなかでも質の高い持続可能な行政サービスを提供するため、公共施設の

集約・複合化による機能向上及び長寿命化をすすめます。

施策（５）
① 自助・共助・公助による災害に強いまちづくり

自主防災組織への働きかけや活動支援を行うとともに、地域で助け合える仕組みづくりを行う

ことで、平時からの防災に対する啓発、自発的な活動の推進を図ります。また、避難所の環境整

備や、災害時に想定される浸水被害への対策をすすめます。

② 空き家の適正管理の指導と除却の支援

近年、老朽化や損傷により倒壊等の恐れがある管理のされていない危険な空き家等が増加

しています。生活環境の保全や景観を守るため、危険な空き家等の適正管理や除却を所有者

等に働きかけるとともに、必要に応じて行政代執行による除却を検討します。

また、危険な状態に至らない空き家であっても老朽化により利活用されなくなり、街並みや景

観を阻害する空き家等については、その除却を促進し、良質な住環境づくりを推進します。
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③ 再生可能エネルギーの利活用による脱炭素社会への転換

地域新電力会社※により地域内で発電された電力を地域内で消費する「電力の地産地消」の

推進とあわせて、積極的な再生可能エネルギーの活用による脱炭素社会の実現を図ります。

④ ごみの減量化とリサイクルの推進

環境への配慮とともにごみ処理施設の長寿命化とごみにかかる経費削減を図るために、ごみ

の減量化を推進します。また、生ごみだけでなくプラスチックを始めとしたごみの適正な分別、リ

サイクルにつなげる意識の醸成と環境を構築することで、ごみをごみとして終わらせない、サー

キュラ－エコノミー※の実現を目指します。

※サーキュラーエコノミー：資源をできるだけ長く循環させながら利用することで廃棄物などのムダを価値ある
ものに変える循環型の経済モデル

⑤ 公共施設の集約・複合化による質の高い町民サービスの提供

人口減少社会にあって、全ての公共施設を現状のまま維持・存続することは困難です。「量を

減らし、質を高める」ことを基本理念に老朽化する公共施設の総量縮減を図るとともに、維持す

る施設の機能を向上させることで公共サービスの充実を目指します。

⑥ 公共インフラ（道路・上下水道など）の適正な維持管理

暮らしにおける安全・安心の確保と、中長期的な維持管理・更新等にかかる費用の縮減や予

算の平準化を図るために、町が管理するあらゆるインフラを対象に戦略的な維持管理・更新等

を推進します。
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政策（６）町民の声が届き、ともに創る未来のまちづくり
－分野－

情報発信、協働・参画、行財政改革

まちづくりは、町民・企業・行政による一層の連携が求められています。この町に暮らす町民

自身が住み続けたいと思えるまちにするために、町民の声をまちづくりの起点として捉え、町民・

企業・行政が役割と責任を分かち合って、一緒に理想のまちをつくりあげていくことが重要です。

そのためにも、まずは行政から町民へ町の情報、施策、税金の使途などをわかりやすく伝え、

まちづくりに関わる町民、企業などと双方向で情報共有を行います。この町に関わるすべての人

がともに語り合い、ともに考え、ともに動くことができる協働の未来を目指します。

また、新型コロナウイルスの感染拡大を契機に働き方や暮らし方、社会が大きく変容しつつあ

る中にあって、行政のデジタル化への対応の遅れが浮き彫りとなりました。町の政策だけでなく

地域社会における仕組みについてもデジタルトランスフォーメーション（DX）※による変革をすす

め、町民がデジタル化による利便性を享受できる未来のまちをつくります。

※デジタルトランスフォーメーション（DX）：デジタル技術や AI 等の活用により、既存の業務の手順や枠
組みを変化させて、効率化やサービス向上を図る取り組みのこと。

施策（６）
① 町民に伝わる情報発信と情報共有

SNS※等の各種媒体を活用し、町民一人ひとりのニーズに合わせて情報を受け取れるように情

報発信を行います。

※SNS：Social networking service（ソーシャル ネットワーク サービス）の略で、登録された利用者
同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこと。

② 町民参画・協働の仕組みづくり

事業レビューや自分ごと化会議、ことうら未来会議といった無作為抽出による町民会議により

町民の意見、評価を町民サービスに反映させ、サービスの質の向上を図ります。また、このこと

を通じて町民が町政に関心を持つきっかけをつくり、協働のまちづくりを推進します。
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③ 企業等との連携の推進

企業や NPO団体等のノウハウを活かし、官民協働による町の課題解決を図ります。「民間に

できること」と「できないこと」を対話などにより確認し、「最も質の高いサービス実施者は誰である

のか」を検証し、その役割の見直しをすすめます。

④ 行政サービスのデジタル化

各種申請手続きや公共施設の使用手続きなど窓口事務のオンライン化、キャッシュレス化を

推進し、町民が時間や場所にとらわれる事なく行政手続きが行えるよう、利便性の向上を図りま

す。

また、住民基本台帳や町税、国民健康保険、介護保険などの庁内主要業務について、国が

策定する標準仕様書に準拠したシステムへの対応を行います。あわせて各種事務における執

行手順を見直すことにより、業務の効率化と運用コストの削減につなげます。

これらの取り組みに加え、町民、企業、団体など町に関わる多くの人がデジタル化の利便性

を享受できるよう、AI や ICT 等の先端技術を活用して、産業振興、地域活性化、教育及び生活

環境の充実をすすめます。

⑤ 地域に根付く職員の育成

人口減少にともない、町民・職員ともに限られた人数で地域を存続させていくためには、職員

が地域に溶け込み、その中で町民と一緒に力を発揮し、協働でまちづくりをすすめていく必要

があります。行政として、地域に必要とされる職員の育成を行います。

⑥ 近隣自治体との行政サービス共同化の推進

人口減少に伴って想定される行政の職員数の減少に備え、少ない職員でも質の高い町民サ

ービスを提供する仕組みを構築する必要があります。

近隣の各自治体で抱える共通の課題に対応するため、行政サービスの提供体制、施設の維

持管理・更新、各種電算システムなどについて連携し、共同で行う仕組みづくりを行います。
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主な策定の経過
年月 区分 内容

2021年５月 策定委員会① ・まちづくりビジョンの策定方針 ・策定スケジュールの共有
５月 ワーキンググループ① ・まちづくりビジョンの策定方針 ・策定スケジュールの共有
６月 ワーキンググループ② 住民ワークショップ（案）作成
６月 策定委員会② 住民ワークショップ（案）について報告
７月 赤碕中学校ワークショップ① まちづくりビジョンの説明
７月 赤碕中学校ワークショップ② ・琴浦町のいいところ・好きなところ

・１０年後もあったらいいなと思うもの・こと
８月 審議会① ・まちづくりビジョンの策定方針

・策定スケジュール
・住民ワークショップ

８月 ワーキンググループ③ 住民ワークショップの運営方法の確認
８月 オンラインワークショップ

with コトトーク！
ワタシが思うコトウラ

９月 住民ワークショップ
「ことうら未来会議」①

１０年後の理想の琴浦町

９月 住民ワークショップ
「ことうら未来会議」②

これからのまちづくりに大事な視点について考える

１０月 東伯中学校ワークショップ① ・琴浦町はどんなところ
・１０年後の理想の琴浦町はどんなところ
・理想の琴浦町に向けて今の自分ができることはどんなこと

１１月 ワーキンググループ④ 将来像、理念を考える
１１月 ワーキンググループ⑤ 将来像、理念、政策、施策について
１２月 策定委員会③ 将来像、理念の方向性

2022年２月 策定委員会④ 将来像、理念、政策の方向性
３月 策定委員会⑤ 将来像、理念、政策、施策の内容
３月 審議会② 将来像、理念、政策、施策の内容
４月 策定委員会⑥ 将来像、理念、重点項目、政策、施策の内容
４月 審議会③ 将来像、理念、重点項目、政策、施策の内容
５月 策定委員会⑦ まちづくりビジョン（全体修正案）
５月 パブリックコメント まちづくりビジョン（案）について
6月 策定委員会⑧ まちづくりビジョン（諮問案）
７月 審議会④ まちづくりビジョンについて（諮問）
７月 審議会（書面） まちづくりビジョンについて（答申）
９月 定例議会 まちづくりビジョンについて（議決）
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住民アンケート

１ アンケート概要
（１）目的 総合計画策定に関し、計画課題と施策展望について検討するため
（２）対象 無作為抽出による 18歳以上の町民 2,000 人に送付
（３）期間 2021 年 6月 25日～7月 26日
（４）回答 447人（回答率 22.4％）

２ アンケート結果から見える課題
（１）琴浦町に住み続けたい人の減少

これからも住み続けたい人の割合が減少する一方、転居の意向を示す人の割合が微増した。
町の目指す「暮らし続けることができるまちづくり」のためにも、改善すべき項目である。

（２）琴浦町の暮らしにおける重要度・満足度（5段階評価）

町民が最も重要と考える項目は、「生活環境」及び「しごと」となっている。このうち、「生活環境」は、道
路、上下水道、防犯・防災、買い物の利便性などに関する設問であり、琴浦町での暮らしについて
は、満足できる水準が保たれているといえる。
「しごと」については、収入面、職業の選択、職場での子育て支援に対して、不満を抱えている意見が

年度 住み続けたい
当分の間
住み続けたい

将来的に町外へ
転居したい

すぐにでも
転居したい

どれでもない

2021 53.9% 23.7% 6.9% 3.0% 12.4%
2016 60.8% 18.0% 3.8% 1.9% 15.6%

2011 67.5% 12.8% 4.7% 1.2% 13.8%

【重要度】
重要度をみると、町民は特に「生活環
境」「しごと」「結婚・出産・子育て」「行
政」について、重要視していることが分か
る。
一方、「人権教育・社会教育」「観光」
「地域づくり」については重要度は低い。
【満足度】
満足度については、「生活環境」「健康・
医療・福祉」「学校教育」「人権教育・社
会教育」の満足度が高い。
一方、「しごと」「産業振興」「観光」「行
政」「広報」における満足度は低い。
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多い。
重要度から満足度を差し引いた値（乖離）が最も大きいのは「行政」となっている。この項目での設問
は、「町民が行政に意見・提言できる機会がある。」「町の取り組みは住民の意向に沿っている。」であ
り、町民の声が届く町政となるよう、一層の努力を要する。
重要度から満足度を差し引いた値（乖離）が最も小さいのは「人権・社会教育」となっている。一定の
効果が得られている項目であり、これまでと同様の取り組みからの見直しを進めていく分野となっている。

３ 琴浦町での暮らしを選んでもらうために
（１）移住者を受け入れるための町の強み、弱み

琴浦町の強みは、「自然環境」、「生活環境」、「出産・子育ての環境」とする意見が多くある。生活環
境については、満足できる水準があるとも考えられるため、自然を活かした施策や出産・子育ての環境
整備を充実していくことでまちの魅力向上に繋がると考えられる。
一方、弱みは、「雇用機会」であり、仕事の選択肢を増やすことが最も求められている。

（２）琴浦町を住み続けたい町にするために
「このままでも住み続けたい」という意見が一定数あることから、この回答より上位に位置する項目を充
実させていくことが、町民が考える住み続けたい町につながる取り組みと考えることができる。
買い物等の生活環境の利便性については、満足度が高い項目にも該当していることから、特に「医療・
福祉」「出産・子育て」「交通」「雇用」「防災」の分野に力を入れることが必要となっている。

順位 強み 回答数 弱み 回答数

1 自然環境（海や山など） 331 雇用機会 273
2 生活環境（買い物等） 174 生活環境（買い物等） 132
3 出産・子育ての環境 61 医療・福祉 113

順位 どのような町になれば住み続けたいか 回答数
1 医療・福祉サービスが充実しているまち 198
2 子どもを産み、育てやすい環境づくりが進んだまち 151
3 商業施設など買い物に便利なまち 112
4 交通に便利なまち 110
5 就きたい仕事につけるまち 108
6 自然災害に強いまち 95
7 このままでも住み続けたい 90

以下

地域住民がみんなで助け合うまち/第一次産業（農林、畜産、水産業）が活発
なまち/充実した保育、質の高い教育環境が整備されたまち/地域でコミュニティが
形成され、賑わいのあるまち/自然環境の保全や自然エネルギーを利活用した自然
と共存する持続可能なまち/デジタル化の進んだ利便性の高いまち/文化・芸術に
力を入れて取り組むまち/観光資源が活かされ/観光で有名なまち
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４ 総括
第2期まち・ひと・くらし創生戦略にて「暮らし続けることができるまち、そして選ばれるまちをつくる」ことを
目標に取り組みを行ってきたが、アンケート結果からはその効果があったとは言えない。
「行政」「広報」に対する満足度が低いことを考えると、伝わる情報発信を心がけ、町民と行政との距離
を縮めることが必要と考える。
「雇用機会」「仕事の選択肢」といった施策の充実に対する意見が多く、人を呼び込むためには重要な
施策である。企業誘致だけでなく、「地方にいながら都市の企業に勤める」「副業的に地方と関わる」な
ど新しい働き方を町内でできる選択肢を増やしていくことが重要となる。
自然や食といった琴浦町の強みを活かしながら、施策の選択と集中により暮らしの向上を図る。

各種ワークショップ
１．ことうら未来会議（住民ワークショップ）
６月に行った町民 2,000 名あての無作為抽出アンケートの中から申し込みいただいた人に参加いただき、

ワークショップを通してまちづくりについて一緒に考えました。
（コーディネーター：鳥取大学工学部社会システム土木系学科准教授 長曽我部まどか氏）

第１回 第２回
開催日 ９月５日（日） ９月２３日（木・祝）
会場 まなびタウン４階 多目的ホール
参加者 町民２１名

鳥取大学学生６名
他役場職員

町民１７名
鳥取大学学生６名
他役場職員

内容 １０年後の理想の琴浦町 これからのまちづくりに大事な視点を考える

39



２．中学生ワークショップ
赤碕中学校
開催日：１．７月９日（金）

１４：５０～１５：４０
２．７月１５日（木）

１４：５０～１５：５０
対 象：２年生
内 容：１．

・まちづくりビジョンの説明
・個人ワーク「地域や琴浦町のいいところ・
好きなところを書いてみよう」
・グループワーク「僕／私が思う地域や琴浦町のいいところ・好きなところを話し合おう」
２．
・グループワーク「家族から聞いた地域や琴浦町のいいところ・好きなところを共有しよう」
・グループワーク「１０年後もあったらいいなと思うもの・ことを話し合ってみよう」
・全体発表

東伯中学校
開催日：１０月１５日（金）

１４：００～１５：５０
対 象：１年生
内 容：・まちづくりビジョンの説明

・グループワーク「琴浦町はどんなところ？」
・グループワーク「１０年後の理想の琴浦
町はどんなところ？」
・グループワーク「理想の琴浦町に向けて
今の自分ができることはどんなこと？」
・全体発表

協 力：鳥取大学（ワークショップ設計・運営）
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３．オンラインワークショップwith コトトーク！
開催日：８月２７日（金）

１９：００～２０：３０
対 象：・琴浦町出身で県外に住む学生・社会人

・琴浦町に IU ターンした若者
内 容：「ワタシが思うコトウラ」

・琴浦町にあるもの・ないもの
・琴浦町で暮らすとした時に大事だと思うもの

審議会委員
※敬称略

氏名 組織または団体
長曽我部 まどか
（会長）

鳥取大学工学部准教授

馬野 慎一郎
（副会長）

琴浦町商工会会長

小泉 傑 琴浦町観光協会副会長
中井 一郎 琴浦町社会福祉協議会会長
山本 展史 鳥取中央農業協同組合農産部販売課長
山本 真理子 保育園・子ども園研修講師、元町保育リーダー
高力 和美 琴浦町教育委員
安谷 潔美 琴浦町男女共同参画推進会議会長
松田 洋子 琴浦子ども塾運営、琴浦町更生保護女性会会長、ザラニアルコーラス所属
山村 靖 山陰合同銀行東伯支店支店長
荻野 裕子 ほうきのジビエ推進協議会、元地域おこし協力隊
木山 美佐枝 まちづくりネットワーク所属、木育サポート森のきこりん代表
深谷 信介 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ清心女子大学教授、総務省地域力創造ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、元琴浦町参与
金川 眞巳 一般公募
松本 亮二 一般公募
藤田 澄 一般公募
遠藤 志穂 一般公募
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SDGｓ

2015 年 9月の国連サミットで採択された 2030 年までの持続可能な世界を実現するための
17 のゴールから構成された国際目標
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鳥取県琴浦町

令和７年４月

第3期 琴浦町地方創生総合戦略
ＳＤＧｓの理念に基づく持続可能な地域社会の実現
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1

１ 基本的な考え方

（１）はじめに

本町では、ひとの活力がまち全体の元気と希望につながるという理念のもと、令和

２年に「第２期琴浦町まち・ひと・くらし創生戦略（以下「第２期戦略」という。）」

として、令和６年度までの５年間の戦略を策定しました。

第２期戦略では、町民が「住んでよかったと誇れるまち」、「帰って来たいと思える

まち」、「町外からも住んでみたいと思われるまち」を創ることを目指してきました。

新型コロナウイルス感染症の影響が大きかったですが、アフターコロナにおいては子

育て教育・経済産業・観光交流分野については回復傾向が見られました。関係定着に

ついては社会移動による人口減少※1を抑制することはできませんでしたが、移住者数

が目標達成するなどの成果を得られました。

「第３期琴浦町地方創生総合戦略（以下「第３期戦略」という。）」では、こうした

第２期戦略の取り組みを検証した上で、アンケートやワークショップなどにより集め

た町民の声を基に、効果的で実効性のある取り組みを選定しました。また、国のデジ

タル田園都市国家構想総合戦略の基本的考え方の「デジタルの力を活用した地方創生

の実現」を踏まえ、デジタル活用による効率的な生活及び社会課題の解決を目指す視

点も取り入れ、第３期戦略の策定を行いました。

（２）第２期琴浦町まち・ひと・くらし創生戦略の成果と課題

第２期戦略では、次の５項目の分野を設定し、重点項目と数値目標を定めて取り組

みを行ってきました。

１ 子育て・教育

２ 健康・活力

３ 経済・産業

４ 観光・交流

５ 関係・定着

それぞれの分野の数値目標に対する令和５年度までの達成状況は、次表のとおりと

なっています。

第２期戦略の４年間の実績から目標達成が可能な項目をみると、「農林水産業の仕

事にチャレンジできるまち」、「人を観光で呼び込めるまち」、「町外からも住んで

みたいと思われるまち」といった特徴が挙げられます。これらは、本町の強みと考え

られます。

※1）社会移動による人口減少数

転入者数から転出者数を差し引いた数
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〔第２期戦略における令和５年度までの数値目標の達成状況〕

（３）人口に関する基本的な考え方

第３期戦略では、第２期戦略と同様に町全体の人口目標は設けないこととしました。

日本全体の人口が減少する中、他の自治体と人口の奪い合い競争をするのではなく、

人口が減っても、地域経済の発展を図り、誰一人取り残すことのない「持続可能なま

ち」を創ることが重要と考えるからです。

そのためには、将来の町を担う人材の育成が大きな目標となります。また、観光と

の連携によって地域外（海外含む）から適度な外貨を取り込むとともに、地域内経済

の循環による自律的な発展が不可欠です。

第３期戦略では、本町がこれまで取り組んできた特色を活かして５つのプロジェク

トに重点を置きます。町の魅力を向上させ、町民の皆様が自分らしく豊かな人生を送

ることができる琴浦町を目指します。

※2）合計特殊出生率

一人の女性が一生に産む子どもの数の平均値

項 目 目標値(R6 末) 実績(R5 時点) 達成見込

【子育て・教育】

安心して生み育てることができる環境を守り、ふるさとを誇りに思う教育を進める

合計特殊出生率※2（R1～R5 の平均値） 1.80 人 1.61 人

【健康・活力】

全世代が活躍する健康寿命日本一のまちを目指す

介護を要する期間の短縮

※男性 0.5 年短縮、増加はﾏｲﾅｽ評価
1.6 年 2.2 年

介護を要する期間の短縮

※女性 0.5 年短縮、増加はﾏｲﾅｽ評価
3.9 年 4.8 年

【経済・産業】

産業振興を図り、持続可能な地域経済の好循環を実現する

町内企業就職者数（R2～R6 の累計） 1,135 人 795 人

農林水産業の新規就業者数

（R2～R6 の累計）
30 人 30 人 ○

【観光・交流】

人を地域の中に呼び込む観光を展開し、町産業全体の活性化につなげる

観光入込客数 900,000 人 837,705 人 ○

観光分野における新規事業等での雇

用創出数（R2～R6 年度の累計）
10 5

【関係定着】

暮らし続けることができるまち、そして選ばれるまちをつくる

人口の社会減数（R2～R6 の累計） 200 人 357 人

IJU ターン者数の人数 750 人 625 人 ○
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（４）策定のプロセス

本町は、「町民がこれからも住み続けたいと思える豊かなまち」を創ることを目指し

ます。そこで、第３期戦略は、第２期戦略の検証結果と町民（子どもから高齢者ま

で）の意見に基づいて、策定することとしました。

第２期戦略の検証結果及び町民の意見を基に、本町が今後、政策の重点項目とし

て、次の５つの分野を設定しました。

１ こども

２ すこやか

３ しごと

４ ひと

５ くらし

町民の意見については、第２期戦略と同様にアンケート、ワークショップを実施し

ました。

アンケートでは、無作為で選んだ町民 2,000 人（16 歳以上）に調査票を配布したと

ころ、486 人（紙 356 人、電子 130 人）の方から回答があり、これから取り組むべき課

題などのご意見をいただきました。

また、ワークショップを２回開催し、高校生から高齢者の方や役場職員が延べ 50 名

が参加し、本町の未来について一緒に考え、話し合いを行いました。ワークショップ

にて町の課題、解決に向けた施策、数値目標等が具体的に示され、第３期戦略策定の

参考にしました。

これに加え、新たな取り組みとしてオンライン参加型の合意形成プラットフォーム

（Liqlid（リクリッド））にて町民の意見を広く募集し、アンケートやワークショップ

に参加できなかった町民の意見も参考にしました。

［町民の意見］
これ以降の各取組の基になった又は参考としたアンケート、ワークショップ及び Liqlid での意見を、次のように記載
しています。

［SDGs］
持続可能な開発目標：SDGs(Sustainable Development Goals）とは、2015年 9月の国連サミット

で採択された 2030年までの国際目標であり、持続可能な世界を実現するための 17 のゴールと 169 のターゲット
から構成されています。
SDGs は誰一人取り残さない社会の実現のために、様々な関係者がそれぞれの分野や立場を超えて、協働して

取り組むことを課題解決のアプローチとして考えています。このことは、地域の課題解決を地域全体として自主的に
取り組んでいく地方創生の考え方と共通しています。

◆町民の意見◆･･････それぞれの分野における具体的施策に掲載しています

この欄には、町民の意見のうち、具体的な取り組みへとつなげることができた主な意見を記載しています。
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第 3期戦略では、第 2期戦略から引き続き、取り組むべき施策が SDGs のどのゴールの達成に寄与しているの
かを分かりやすく表示するため、各分野の上段に 17 のゴールに対応するアイコンを記載しています。なお、17 のゴー
ルそれぞれのアイコンは裏表紙に掲載しています。

（５）計画期間

令和７年４月１日から令和 12 年３月 31 日までの５年間とします。

（６）基本目標の設定と施策の推進・検証

本町における５年後の基本目標を定めます。この基本目標は、事業そのものの結果

（アウトプット）ではなく、その結果として町民にもたらされた便益（アウトカム）

に係る数値目標とし、この基本目標の実現に向けた基本的方向と具体的な施策を記載

し、施策の効果を客観的に検証できる指標（KPI;Key Performance Indicator）を定め

ます。

また、町長を本部長とする「琴浦町地方創生推進本部」において、施策の実効的推

進を図るとともに、産官学金労言士の有識者で構成された「琴浦町地方創生推進会

議」等で取り組み内容を検討し、改善する仕組み（PDCA サイクル）を確立します。

PDCA サイクル

Do
実施

Check
評価

Plan
計画

目標・指標・スケジュールを策定

計画にそって実施
Action
改善

改善策を検討

結果・達成度の評価・検証
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２ ５つの重点戦略

（１）戦略体系図

○琴浦ブランド化の推進と販路拡大
○農林水産業の新技術を活用した生産性向上と担い手の育成
○商工業の振興

しごと

ひと

すこやか

くらし

こども

子どもの育ちに寄り添い、「我がまち」を誇れる教育をすすめる

○この地域で子育てをしていきたい人の割合 75％以上（R7～R11 の平均値）
○地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う生徒の割合
中学校 3年 80％以上（R11）

ＳＤＧｓの理念に基づく持続可能な地域社会の実現

誰もが健康で生きがいをもって輝けるまちを目指す

○健康寿命 1歳延伸

○持続可能な健康づくりの推進
○高齢者が安心して暮らし続けられる地域づくり
○読書バリアフリーの推進

魅力ある産業が生み出す地域経済循環を実現する

○主要品目の年間販売額 57 億円（R11）
○町内企業就職者数 1,007 人（R７～R11 年の累計）

新しいひとの流れをつくり、暮らし続けることができるまちをつくる
○人口社会減数 400 人以下（R7～R11 年の累計）
○IJU ターン者数 800 人（R7～R11 年度の累計）
○観光入込客数 93 万人（R11 年末）

○関係人口の創出・拡大
○移住・定住の促進
○観光振興の推進

安心・安全な持続可能な暮らしを守り、町民と共に未来のまちを創る

○温室効果ガス排出量の削減 2050 年までに琴浦町における温室効果ガス排出量実質ゼロ
○公民館と地域で協働して活動を行った地区数 7地区（R11 年）

○行政分野における DX の推進
○安心安全な地域づくり
○持続可能なまちづくり
○地域活動の推進
○暮らしやすい地域づくり
○環境に配慮した地域づくりの推進

○子どもの居場所づくり
○妊娠・出産・子育てを支える環境づくり
○「誰一人取り残さない」共生社会の教育実現・グローバル化する社会で活躍する
人材の育成

○地域とともに学び支え合う教育環境と人材育成の推進
○ふるさとを誇りに思う教育の推進
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（２）基本目標ごとの数値目標と具体的取り組み

基本目標
【１】

【こども】
子どもの育ちに寄り添い、「我がまち」を誇れる教育をすすめる

本町の特色

○子どもの居場所となる環境の整備を行ってきました。また、地域での居場所とな
る広場の整備について支援を行っています。

○妊娠・出産・子育てに対する一人ひとりの希望に寄り添う子育て支援の取り組
みとして、町独自の保育料第2子以降無償化など多子世帯を応援してきまし
た。また、家庭での子育てを希望する世帯には経済支援を行い、希望する子
育ての実現を支えています。

○手厚い保育士配置基準による質の高い保育の提供や子育て家庭が集える
場所の確保に努め、安心して働くことのできる基盤を作っています。

○誰一人取り残さない質の高い教育の実現を目指して、早期に一人一台の情
報端末を整備し、教育DX の推進をすすめています。

○「琴浦 My スター☆事業」として、それぞれの学校が地域の自然や歴史、文
化、産業、人材を題材とした体験活動を通じて、ふるさとを誇りに思う教育、地
域を支える人材の育成を目指しています。

○近年、本町では、個別の支援を必要とする児童生徒、不登校の児童生徒が
増加の傾向にあります。一人ひとりに最適な学習の推進と学習機会の確保が
課題となっています。

○地域の人や自然・歴史・文化等を活用して地域を知る、地域の良さに気づ
き、地域に暮らす人々の生き方に学ぶ社会教育活動を行っています。地区公
民館活動では、地域の特色を活かした体験活動や交流の場づくりに力を入れ
ています。

数値目標

○この地域で子育てをしていきたい人の割合（R7 から R11 までの平均値）
75％以上
※基準値 71.4％（R2 から R5 までの平均値）
○地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う生徒の割合（R11）
中学校 3年 80.0％以上 ※基準値:77.1％（R6）

基本的方向

○既存の施設を活用した子どもの居場所づくりを行い、子どもを育てやすい環境
をつくります。

○手厚い子育て支援により、「子育てするなら琴浦町」と評価され、人が移り住
みたくなるまちを目指します。
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《具体的な施策と重点業績評価指標(KPI）》
① 子ども居場所づくり
Ø 地域の人材を活用し、地域の中で子どもを見守り・育てる体制づくりを推進します。

【具体的な事業】

・既存施設を活用した学びと遊びの場の整備

・放課後子ども教室の推進

・こども食堂、地域食堂の推進

② 妊娠・出産・子育てを支える環境づくり

Ø 妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目ない支援を充実させ、きめ細やかなサポ

ート体制を整備します。

Ø 「こども家庭センター すくすく」を設置し、妊産婦や子育て家庭の不安や悩みに寄

り添い、多様なニーズに対する支援を関係機関と連携して行います。

【具体的な事業】

・子育てサービスの充実（こども誰でも通園制度事業の実施、地域子育て相談機関

の設置）

・特別支援教育の充実（人的物的環境と人材育成）、円滑な幼保・小接続、研修機会

の提供

・こども家庭センターの設置（母子保健と児童福祉の一体的相談支援の実施）

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・雨天でも遊べる場所、公園 ・子ども達の第3の居場所（家、学校以外）

・学校に近い場所で公民館機能併設 ・子連れで利用しやすい施設の充実

○地域ぐるみのふるさと教育により、子どもたちがまちの一員として人との関わりや
地域を大切にする心を培います。ふるさとへ誇りと愛着を深め、将来的な定住
化・関係人口化につなげます。

○ふるさと教育により、地域に対する誇りを育み、一度は町外に出ても町との関
係を持ち続け、いつか琴浦に帰ってくるひとづくりを行います。

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

放課後子ども教室開催の地区公民館数 3カ所（R11） 2 カ所（R6）

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

この地域で子育てをしていきたい人の割

合（R7 から R11 までの平均値）
75％以上（R11）

71.4％（R2 から R5

までの平均値）
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・地区公民館の乳幼児学級

・ワーク・ライフ・バランスの推進（啓発・支援等）

③ 「誰一人取り残さない」共生社会の教育実現・グローバル化する社会で活躍する人材の育成

Ø 1 人 1 台端末の効果的な利活用を通じて、子どもたちの情報活用能力の向上と指導

者の能力向上を図ります。

Ø デジタル教材や教育用ソフトウェアの活用により、主体的、協働的な学びを推進す

るとともに、教職員の負担軽減に繋げます。

Ø 多様化する子どものニーズに対応し、一人ひとりに応じた支援体制の構築や校内サ

ポート教室といった学びの場を確保します。

Ø 個人の特性や環境にあわせた教育機会の確保に対する支援を行うなど、学びのセー

フティーネットの構築を推進します。

Ø 児童生徒が、異なる文化に触れることで国際理解を深め、グローバルな視点や考え

方を育くみます。

【具体的な事業】

・1人 1台の情報端末整備（第 2期）

・デジタル教材、教育用ソフトウェアの活用

・学校現場の働き方改革の推進

・校内サポート教室の整備

・スクールソーシャルワーカー、特別支援コーディネーター等の配置

・フリースクール利用料等助成

・台湾台中市の中学生との相互交流の実施

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・現金での子育て支援が1番目に見えてありがたい ・病児保育はとても必要だと思う

・多子世帯などの支援の充実 ・発達障がいの子ども支援や相談窓口の設置

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・引きこもり支援をしてほしい ・オンラインスクールがあったらいい ・家庭の教育力をつけること

・学校、教育への支援の充実（不登校支援、安心した環境で学校生活が送れる、オンラインを活用するなど）

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

授業で ICT 機器を週 3回以上使用する割

合
80.0％（中学校） 54.9％（R6 中学校）

学校に行くのは楽しいと思う割合 85.0％（中学校） 84.8％（R6 中学校）
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④ 地域とともに学び支え合う教育環境と人材育成の推進

Ø 学校、保護者、地域の皆さんがともに知恵を出し合い、一緒になって子どもたちの

成長を支えていく「地域とともにある学校づくり」をすすめます。

Ø 子どもたちの安心・安全の教育環境のため、学校・給食センター施設の適切な維持

管理とあわせて機能・設備の向上のための改修工事をすすめます。

Ø 地域や小学校で活動している読書ボランティアを支援し、地域における子どもの読

書活動を推進します。

【具体的な事業】

・コミュニティ・スクールの運営支援

・学校・家庭・地域連携の推進

・教育環境の適正管理（学校設備・給食センター機器の更新）

・部活動の地域連携促進

・子ども読書活動の推進

⑤ ふるさとを誇りに思う教育の推進

Ø それぞれの学校が独自に地域に根ざした学びや体験活動を企画し、地元をより深く

知り、関わることでふるさとを誇りに思う次世代の人材育成をすすめます。

Ø 地域の自然、歴史、文化、産業、人を教材にした学び、体験を通して、子どもたちが

ふるさとの魅力や課題に気づき、地域の一員としてふるさとに愛着や誇りを持つ教

育に取り組みます。

Ø 白鳳期創建の古代寺院である国指定特別史跡斎尾廃寺跡や建築年代が明らかな民家

では山陰地方最古の国指定重要文化財河本家住宅などの歴史文化資源を後世に残し

ていくとともに、文化・芸術活動、振興に取り組む人材、団体の育成に取り組みま

す。

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・リモート学習、リモート学習塾の開設 ・ICT 活用で教育に従事する人の負担が軽減されると良い

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

学校支援ボランティアの登録数 150（R11） 150（R6）

読書ボランティア支援にかかる講座、研修数 1（R11） 1（R6）

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

今住んでいる県や市町村の歴史や自然

に関心をもっている割合
80％（R11） 70％（R6）
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【具体的な事業】

・琴浦 My スター☆事業の推進

・琴浦こども塾運営

・ことうら子どもパーク運営

・ことうらキッズコンサートの実施

・文化財の公開活用と団体の活動支援

・所有者等が行う文化財の保護活動へのガバメントクラウドファンディング等によ

る財政支援

・町内文化資源の活用整備と情報発信

・子ども会活動支援

・地区公民館キッズ事業

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・小中の給食便りのレシピ（作り方）をみんながみる事が出来たらいい

・若者が「琴浦が好き」と胸を張れるほどの郷土愛が強い町になって欲しい

・伝統文化がたもたれてみんなが暮らしやすい町になって欲しい

・文化活動が活発にできるように側面支援していく事が大事
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《具体的な施策と重点業績評価指標(KPI）》
① 持続可能な健康づくりの推進
Ø 生涯にわたり、健康に生活していくため、年代別の特徴に応じた健康づくりを推進

します。

Ø ライフステージ毎のニーズに応じた運動ができる環境整備に取り組みます。

基本目標
【２】

【すこやか】
誰もが健康で生きがいをもって輝けるまちを目指す

本町の特色

〇地域や事業所での健康や食育に関する教室を開催し、幅広い世代への健康
づくりの推進に取り組んでいます。

〇住民が検診を受診しやすい環境の整備や検診の必要性の啓発、電話やハガ
キ等による受診勧奨を行い、検診受診率向上に取り組んでいます。

〇認知症の人が尊厳を保ちながら、可能な限り住み慣れた地域で暮らし続ける
ことができるよう、子どもから高齢者まで全ての年代を対象とした認知症への正
しい理解の普及啓発や認知症の人やその家族を支援するネットワークの構築
と支援体制の推進に取り組んでいます。

〇孤立防止や介護予防を目的として、町民の社会参加・社会交流を促し、居
場所づくりや見守り体制の整備を進めています。

〇住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、生活支援コーディネーターが
生活支援サービスの担い手やボランティア活動の取り組み等をマッチングし、地
域での支え合いの仕組みづくりを推進しています。

数値目標
○健康寿命の延伸（R11）
１年延伸（男性 80.11 歳、女性 84.11 歳）
※基準値 健康寿命の数値 男性 79.11 歳、女性 83.11 歳（R4）

基本的方向

〇個人・家庭への健康増進の働きかけと地域や各団体、職場等と連携しながら
健康づくりを総合的に推進します。

〇町民一人ひとりが自らの力で生きがいを持って社会と関わり、心身ともに充実し
た生活をおくることができる町を目指します。

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

国保特定検診受診率 55.0％（R10) 34.8％（R5)

歯周疾患検診受診率 10.0％（R11) 6.8％（R5）

健康優良法人認定事業者数 5社（R11) 2 社（R5)

運動習慣の定着割合 60％（R11） 49.6％（R5）
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【具体的な事業】

・若年層からの健康づくりの啓発

・検診受診率向上の仕組みづくり

・健康経営の普及啓発

・各団体等と連携した食育の推進

・トレーニングルームの充実と活用推進

・子ども向けのスポーツ教室の実施

・ウォーキング事業の推進

・コンディショニングコーディネーター等による体力づくり教室

② 高齢者が安心して暮らし続けられる地域づくり

Ø 認知症施策に基づく取り組みや介護予防の活動を推進します。

Ø 高齢者が活躍できる場を推進します。

Ø 高齢者の孤立防止を図ります。

【具体的な事業】

・介護予防サークル活動支援や参加促進、新たなサークルの立ち上げ支援の実施

・本人の状態に応じた介護予防教室の実施

・認知症の人やその家族等が互いに支え合うための相談・交流の活動支援

・認知症サポーター養成講座の実施

・高齢者層に対する活躍の場の提供

（シルバー人材センター、ボランティア団体等との連携）

・地域ケア会議を生かした個別課題の解決

・高齢者の見守り体制の整備

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・小中学生もしくは保育園から参加できる運動イベントを充実させて欲しい

・子どもの運動能力の向上、維持していくこと ・スポーツの町にしたい

・マイナースポーツ、パラスポーツに向けた取り組みを行うことで特色を出せると思います

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・高齢者の集える機会が減り、自宅にこもりがちになり、体力など衰え、認知症等になられていないか心配

・財政の負担を減らすために元気な高齢者を増やしながら、若い世代への支援を手厚く

・一人暮らしの高齢者への支援の充実 ・子どもや高齢者の見守りシステム

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

65 歳以上の地域での活動（週１回以上）

の参加率
50.0％（R11) 45.3％（R4）

認知症サポーター養成者数 350 人（R7～R11） 64 人（R5）

地域ケア会議における個別事例の検討件数 50 件（R7～R11） 10 件（R5）
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③ 読書バリアフリーの推進

Ø 視覚に障がいがあったり、ディスレクシア（文字の読み書きに困難がある障がい）

など、読書困難者が利用しやすい資料の拡充を進めます。

【具体的な事業】

・多様な読書のカタチを提供する障がい者サービスの推進

※3）DAISY（デイジー）：Digital Accessible Information System の略

視覚障がい、発達障がい、知的障がいや、活字をそのままの大きさで読めない人など、普通の

印刷物を読むことが困難な方のために、活字図書を音声で録音した資料

※4）日本語が得意ではない方や、知的障がいのある方などのために、やさしく短い言葉で、絵文

字、イラスト、写真を使って、わかりやすく読みやすく書かれた本

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・図書館サービスの充実 ・デジタル技術を活用して直接接しなくても、図書の貸し出しができるように

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

デイジー※3、大活字本やＬＬブック※4の貸出

冊数
1,650 冊（R11） 1,577 冊（R6）
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基本目標
【３】

【しごと】
魅力ある産業が生み出す地域経済循環を実現する

本町の特色

○市町村別農業産出額は県内２位の県内有数の農業が盛んなまちです。農
林水産業の各分野において県内有数の各種事業所などを有し、多様な農林
水産業を担う主体が活躍するまちとして産地振興のため様々な支援を行って
います。

○本町の農林水産業を担う者の生産性向上を目指しスマート農業機械の導入
支援を行っているほか、新たな担い手の確保・育成のため、都市圏から地域お
こし協力隊として農業研修生を受け入れるなど生産組合と連携し産地が主体
になって担い手を拡大し支える仕組みづくりを図っています。

○県内町村でトップの生産・出荷高ならびに事業所数を誇っており、製造業と建
設業を中心に経済・雇用を支えています。中でも生産高の高い産業は食料加
工品で、全国平均より高く、強みのある分野と言えます。

○町内にハローワークの出張所「しごとプラザ琴浦」を開設し、地域住民や事業
所の利便性向上と雇用拡大に繋げています。

数値目標

○主要品目の年間販売額（梨、ブロッコリー、ミニトマト、白ネギ、繁殖和牛、酪
農、グランサーモン、すいか）（R11）
57億円
※基準値 52.5 億円（R5）

○町内企業就職者数（R7～Ｒ11年の累計）
1,007 人
※基準値 1,007 人（R1～R5年の累計）

基本的方向

○町内にある農林水産業生産団体の琴浦産品のブランド化による競争力を高
めるための支援を行います。

○情報社会における先進技術を積極的な活用により、農林水産業における省
力化と生産性の拡大を図るとともに、生産部や関係団体と連携して町内外か
ら町内の農林水産業に就業を希望する者に対し研修や経済的負担の軽減
策を充実させ、持続可能な農林水産業を目指します。

○若者や女性が魅力を感じる多様な就業の場の創出を支援するとともに、起業
や創業がしやすい町を目指します。

○地域内資源の積極的な活用、町内での消費喚起により地域のつながりを構
築し、地域経済循環を促進するとともに、企業のイメージアップや地域における
就職促進により人材確保を図ります。
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《具体的な施策と重点業績評価指標(KPI）》

① 琴浦ブランド化の推進と販路拡大
Ø 町内特産品をふるさと納税の返礼品として、寄附者に送付することで琴浦ブランド

の販売額・販路の拡大を支援します。

Ø 年間販売額１億円を超える主要品目のほか高品質を誇るぶどう、芝、牛乳、和牛、食

鶏、とっとり琴浦グランサーモンをはじめとする本町の農畜水産物の生産体制の強

化を農協や生産組合、事業所と連携した支援により、付加価値を更に高め、競争力

の向上を図り、販路拡大に取り組みます。

【具体的な事業】

・ふるさと納税制度を活用した琴浦ブランドの推進と販路拡大

・ワイナリー整備支援による地域活性化の推進

・水産業の振興及び養殖漁業拡大に対する支援

・和牛の増頭支援

・農畜産業の振興及び支援

② 農林水産業の新技術を活用した生産性向上と担い手の育成

Ø 農林水産業への AI（人工知能）・ICT（情報通信技術）といった先端技術を活用した

スマート農業機械の導入を進め、営農技術の向上、生産量の拡大、作業の負担軽減

を図り、新規就業者の確保につなげます。

Ø 町内外に農林水産業の魅力を発信するとともに、各生産組織など産地が主体となっ

て行う担い手確保の取り組みへの支援や研修制度の充実・拡充、経済的負担軽減策

により、新たな地域農業の担い手の確保と育成に取り組みます。

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・琴浦にある「資源」の再価値化 ・新たな特産品の開発（企業とのコラボ等）

・畜産、漁業、水産業に従事する実直な人々の生活が安定し、後継者の心配も軽減されること

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

ふるさと納税の寄附額 7.0 億円(R11 年度) 2.6 億円(R5 年度)

主要品目の年間販売額（梨、ブロッコリ

ー、ミニトマト、白ネギ、繁殖和牛、酪

農、グランサーモン、すいか）

57 億円（R11） 52.5 億円（R5）

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

スマート農業に新たに取り組む経営体数

の累計
20 件（R7～R11）

18 件（R2～R6）

※見込み

農林水産業新規就業者数
40 人（R7～R11）

39 人（R2～R6）

※見込み
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【具体的な事業】

・スマート農業の推進（通信拠点整備、栽培データを活用した営農等）

・農業イメージアップの促進

・意欲ある担い手に対する経済支援

・農業・漁業における研修制度による担い手確保

・産地 PR や担い手確保に努める各生産組織などが行う取り組み支援

③ 商工業の振興

Ø 事業承継の多様な選択肢を周知し、円滑な引継を促進します。

Ø 企業のイメージアップを推進するとともに、地域での就職を促進し、地域で活躍す

る人材の確保を図ります。

Ø 地域のつながりを構築し、住民と事業者、事業者同士の連携を強化することで、地

域経済循環の促進を図ります。

Ø 新たな起業を支援するため、資金調達、経営相談、事業拠点の情報提供など総合的

な支援体制を整備します。

Ø 廃校などとなり未利用となっている公共施設について、民間事業者等の起業、事業

拡充などによる民間活用を推進するとともに、民間事業者等の参入による施設周辺

の地域活性化を図ります。

【具体的な事業】

・事業承継の啓発と支援

・人材確保に対する支援

・ＢＵＹコトウラ運動の促進

・起業創業に対する助成・支援

・未利用財産の活用による地域活性化（起業・創業を含む）

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・生産・物流や収穫の効率化（AI やロボット等） ・農業、酪農後継者を求める事が最初

・地産地消で農業の振興と雇用の活性化につなげる ・農業機械導入の支援。肥料、農薬、燃料などの支援

・農業・林業も個々ではなく、グループで推進できる手段が欲しい（若手の育成も含めて）

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・「基盤産業」のしっかりした経済を背景とした町にする ・どの産業を選んでも収入が得られる

・暮らしやすい環境と適度な経済とのバランスが取れた町だと思う

・地産地消を行い地域経済を循環させ、誰もが関わる機会が持てるイベントや交流の場をもうける

・既存の物を活かす、NEW活用法を提案していけたら（古×新の融合に若年層は価値を感じると思うから）

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

町内企業就職者数（R7～Ｒ11 年の累計） 1,007 人 1,007 人

(R1～R5 年の累計)

未利用財産の民間事業者等による活用 累計4件(R11年度) 0 件(R5 年度)
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《具体的な施策と重点業績評価指標(KPI）》
① 関係人口の創出・拡大
Ø ふるさと納税との連携を強化し、関係人口の受け皿となるコトウラファンサポータ

ー制度を拡大します。

Ø ファンサポーターをはじめとする関係人口との交流を通じて外からの意見を政策に

取り入れ、町外の住人と町の新たな関わり方を構築します。

Ø ふるさと納税制度による町外者との関係を構築し、関係人口の創出と拡大を推進し

ます。

基本目標
【４】

【ひと】
新しいひとの流れをつくり、暮らし続けることができるまちをつくる

本町の特色

○町外在住者によるまちづくりへの参画や町内での短期就業など、琴浦町と関わ
る関係人口を増やすことで人材不足解消、人口減少の抑制につなげていま
す。

○きめ細やかな移住希望者の相談対応、専用ホームページを中心とした情報発
信や補助金等の制度整備のほか、住民団体等の民間と連携した移住者サポ
ートを行い、転出抑制と移住者の増加につなげています。

○道の駅を核とした町内周遊により、食・自然・歴史・体験・土産物をキーワード
とした観光振興を推進している。

数値目標

○人口社会減数（R7 から R11 年の累計）
400人以下
※基準値 410人（R1 から R5年の累計）

○IJU ターン者数（R7～R11 年度の累計）
800人
※基準値 746人（R1 から R5年度の累計）

○観光入込客数（R11）
93万人
※基準値 83万人（R5）

基本的方向

○本町と縁を結び、多様な形で町と継続的に関わる人の創出・拡大に取り組
み、まちづくりを担う人材確保と将来的な移住へとつなげます。

○ライフイベントに合わせた IJU ターンに対する支援を継続しつつ、特に進学・就
職で県外に出た若者に対する U ターン施策に積極的に取り組みます。

○道の駅から他の観光拠点に人を誘導し、周遊・滞在に向けた取り組みを推進
することで、観光客を地域に呼び込み、関係人口の拡大を図ります。
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【具体的な事業】

・ふるさと納税・企業版ふるさと納税の推進

・コトウラファンサポーターの任命

・おてつたび事業推進による交流人口創出

・副業人材の活用

・韓国麟蹄郡との相互交流の実施

② 移住・定住の促進

Ø きらりタウン赤碕の分譲地への移住・定住を推進するため、定期借地権制度により推

進する。

Ø 移住定住専門ホームページや広報紙などを活用した情報発信を積極的に行い、本町

のイメージアップや町への関心を喚起することで、移住検討者の IJU ターンの意欲

を高めます。

Ø 移住定住アドバイザー配置等の相談体制整備、空き家の活用など IJU ターン者への

各種支援策を整備します。

【具体的事業】

・定期借地権による移住・定住促進

・移住定住アドバイザーの設置

・移住定住に関する各種助成制度の整備

・空き家ナビの運営

・お試し住宅の活用

・学生インターンシップ事業の推進

・地域ブランディングの推進

・人口減少対策の推進

・滞在可能な交流拠点整備への支援

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・新しい取組を行って、琴浦町に来た人がもう一回訪れたいという町になって欲しい

・若者の意見を地域活動や町づくりに反映させる ・外国人の受入対策、言語、生活支援あったらいい

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

人口社会減数 400 人以下

（R7～R11 年累計）

410 人

（R1～R5 累計）

ふるさと納税の寄附者数 25,000 人(R11 年度) 10,238 人(R5 年度)

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

きらりタウン赤碕分譲地の残区画数 0区画（R11 年度） 17 区画（R5 年度）

空き家を活用した移住定住件数 70 件(R7～R11 年度) 62 件(R1～R5 年度)



19

③ 観光振興の推進

Ø 道の駅を核とした町内周遊を促進するため、道の駅を拠点に情報発信やイベント開

催を行います。

Ø 観光情報発信の強化を行うため、ＳＮＳ・ホームページ・冊子の効果的な活用に努

めます。

Ø 観光消費の拡大を図るため、観光資源・土産物・グルメ・アウトドアの活用を推進し

ます。

【具体的な事業】

・道の駅を核とした町内周遊の促進

・ＳＮＳ・ホームページ・冊子を活用した観光情報発信の強化

・観光消費の拡大へ向けた観光資源×土産物×グルメ×アウトドアの活用

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・誰もが暮らしやすい町であり、誰もが「琴浦町で暮らせて良かった」と思えるそんな町であって欲しい

・学生、若者の活動拠点になったらいい

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・２つの道の駅を生かして、他にはない設備、イベントをやる。キャンプ場の併設とか

・イベントが多くなり、宣伝と全国に発信して欲しい！

・観光も、琴浦町の農業・漁業の生産物を売りにし、山から海までの自然を生かしたリゾートを考えるべき

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

観光入込客数 93 万人（R11） 83 万人（R5）
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基本目標
【５】

【くらし】
安心・安全な持続可能な暮らしを守り、町民と共に未来のまちを創
る

本町の特色

○住民の暮らし方や働き方の多様化により、時間と場所に左右されないサービ
ス、より質の高いサービスの提供が求められているため、行政手続きのオンライン
化等、デジタルを活用した取組みを推進しています。

○自主防災組織の結成や育成、支え愛マップの作成や防災士の資格取得を支
援することで、自助、共助の取り組みを推進しています。

○町内では地域活性化団体が数多く活動しており、このうち１６団体が連携し
て、中間組織にあたる琴浦まちづくりネットワークを設立しています。また、町内
３地区で地域運営組織が立ち上がり活動を定着させており、地域の課題を
自分たちで解決しようという住民の意識が高まっています。

○地域の交通に関しては、一般利用とスクールバス利用の混乗の継続、運行管
理の見直し、地域における共助交通の推進のほか、各路線を大型商店を経
由するよう見直すなど、買い物環境の確保も進んでいます。

○ 「ことうらゼロカーボンチャレンジ宣言」を宣言し、町民・事業者・行政機関が
協働し、脱炭素の取組を積極的かつ継続的に進めています。

数値目標

○温室効果ガス排出量の削減
2050 年までに琴浦町における温室効果ガス排出量実質ゼロ

○公民館と地域で協働して活動を行った地区数（R11）
7地区
※基準値 5地区（R6）

基本的方向

○住民生活の多様化への対応や、限られた人員で質の高い行政サービスを提
供するために、行政のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進します。

○自分たちの地域は自分たちで守るという意識のもと、災害に備え自主防災組
織等が地域で行う防災活動の取り組みを支援し、自助・共助、災害への備え
など防災意識の醸成を図っていきます。また、避難所環境の整備や備蓄品、
危機管理体制の整備など公助の取り組みを強化します。

○誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしが実現できるように、地域
の特性を活かした主体的なまちづくりを推進します。

○バス車両を利用した路線維持を基本としながら、デジタル技術の活用、共助
交通の推進、車両の更新など持続可能な交通体系の構築を目指します。
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《具体的な施策と重点業績評価指標(KPI）》
① 行政分野における DX の推進
Ø デジタルの力を活用した社会課題の解決や行政事務の効率化に向けた取組みのほか、

必要な環境整備を推進することで、持続可能な住み続けられるまちづくりを目指し

ます。

Ø スマート窓口システムを導入し、マイナンバーカードを利用した書かない窓口を目

指し、来庁者の負担軽減、滞在時間の短縮を図る。

【具体的な事業】

・各種手続き等のオンライン化とマイナンバーカード活用による行政サービスの向

上

・公衆用 Wi－Fi 等、通信インフラの機能強化

・AI 等デジタル技術を活用した行政事務の効率化

・デジタル技術を活用した、議会・行政情報の提供体制の整備

・DX を活用したライフイベントに関する行政手続の円滑化

・マイナンバーカードを利用し、情報の受動入力を実施（書かない）

・ライフイベントに伴う複数申請を総合窓口で一括受付を実施（回らない）

・マイナンバーガードの活用推進（健康手帳・図書館利用等）

・マイナンバーカードを利用し、利用申請を行うと同時に本人確認を実施

② 安心安全な地域づくり
Ø 地域での防災研修会などを通して、地域における自助・共助の取組を支援するとと

もに、避難所環境の整備、町備蓄品整備を進めるほか、防災訓練の実施等により危

機管理体制を強化します。

Ø 自治会が、今後も住民自治活動に自立的かつ活発に取り組めることを目指した支援

を行います。

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・行政手続のオンライン化（土日利用含め） ・オンラインによる問合せ・相談対応

・公共施設等のweb予約化 ・マイナンバーカードを使った証明書発行等がスムーズに出来ると良い

○地域全体でスポーツ、文化及び人権等に関する生涯学習の機会創出・環境
整備を推進します。

○プラスチック再資源化に伴う分別回収、生ごみの堆肥化等の循環、太陽光等
の再エネルギーの活用等を推進することにより、2050 年までに琴浦町における
温室効果ガス排出量実質ゼロを目指します。

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

世帯転入時における来庁者滞在時間短縮 60 分（R11） 150 分（R5）
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【具体的な事業】

・自主防災組織への資機材整備支援、支え愛マップづくり等地域防災力向上事業

・避難所環境向上のための資機材、非常食や水等の備蓄品整備

・様々な災害を想定した防災訓練の実施

・部落自治振興交付金の交付

③ 持続可能なまちづくり

Ø 免許を持たない人や高齢等により自家用車の運転ができなくなった人でも、日常生

活に必要な移動が可能となるような交通の仕組み作りを進めます。

Ø JR 浦安駅及び赤碕駅を整備・活用することで持続可能なまちづくりを目指します。

【具体的な事業】

・買い物環境の整備

・公共交通体系の見直し（アプリ・AI 活用、キャッシュレス決済の導入、自動運転、

MaaS 等）

・住民ドライバーを活用した地域交通の推進（共助交通、ライドシェア）

・駅舎の整備・活用

④ 地域活動の推進

Ø 地区公民館や地域運営組織による活動により、地域における様々な課題を住民が主

体的に解決する地区ごとの特色に合わせた体制づくりを推進します。

Ø 多様な主体によるまちづくりを目指し、地域の活性化や課題解決を目的とした自主

的な取組みを推進します。

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・災害時に備え、逃げ道をきれいにしておく ・防災関連情報に関して住民に早期に周知するシステム構築

・移動手段のない中山間地域に暮らす高齢者のための連絡システム

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・車での移動販売・バス・乗り合いタクシー等の充実 ・駅へ自動改札の導入

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

自主防災組織の結成率 75.0％(R11) 61.0％(R6)

自治会消滅数（合併を除く） 0（R7～11 累計） 0（R6 まで）

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

交通空白地有償運送（共助交通）年間延利用者 1,000 人（R11） 539 人（R5）
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【具体的な事業】

・地域の課題解決を目指す地域運営組織の形成支援

・地域づくり団体活動支援の推進

・公民館と地域運営組織の連携促進

⑤ 暮らしやすい地域づくり

Ø 水を安定的に供給するために、老朽管の布設替えに合わせて、水道管の耐震化を進

めます。

Ø 下水道を安定的に継続するため、管路の点検・調査を実施するとともに、ストック

マネジメント計画に基づき、施設の修繕・改築を実施します。

Ø 公民館と地域の協働による地域課題への取組など、地域活動の推進と活動拠点の整

備を進めます。

Ø 生涯学習の機会創出や環境整備など社会教育施設の機能強化に取り組み、町民の生

涯学習活動を支援します。

【具体的な事業】

・行政情報伝達システム整備事業

・生活インフラの維持・整備

・公民館と地域の協働による地域活動の推進と活動拠点の整備

・生涯学習センター等の学び・遊び場の環境整備

・住民ニーズに応じた図書館の情報拠点化

・東伯総合公園等の施設機能の集約及び再整備（長寿命化）

・公共施設の再整備

・地域で活躍する人材の育成

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・各公民館活動が活発化しているようでうれしい限り

・各団体が町を良くしたいと頑張っているが横の繋がりが薄い

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・上下水道インフラの維持 ・図書館サービスの充実

・まなタンに個室の学習室が欲しい、無理ならWi-Fi 環境と廊下では無い静かな学習スペースがほしい

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

公民館と地域で協働して活動を行った地区数 7地区（R11） 5 地区（R6）

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

水道管耐震化率 12％（R11 末） 5.81％(R5 末)

公民館と地域で協働して活動を行った地区数

（再掲）
7地区（R11） 5 地区（R6）
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⑥ 環境に配慮した地域づくりの推進

Ø ことうらゼロカーボンチャレンジ宣言に基づき、地球温暖化対策の取組を進めて行

きます。

【具体的な事業】

・ごみの減量化とリサイクルの推進（4R の推進等）

・プラスチック再資源化に伴う分別回収

・生ごみの堆肥化等による循環

・太陽光等の再生可能エネルギーの活用

◆アンケート、ワークショップ、Liqlid 等の意見◆

・ペットボトル、牛乳パック等リサイクルの収集（回収）場所を増やして欲しい

・メルカリのように不要品を見える化して、地域内でリユースすることで地域内の廃棄コストの削減

重点業績評価指標（KPI） 目標値 基準値

温室効果ガス排出量 実質ゼロ（2050 年

時点）
－



2015 年 9 月の国連サミットで採択された 2030 年までの持続可能な
世界を実現するための 17 のゴールから構成された国際目標



 安心して学ぶことができる教育環境の充実を図ります
令和7年度 教育総務課　

・琴浦Myスター推進事業　　914千円

　　地域を題材とした各校独自のふるさと教育を進めます。
・新聞を活用した地域学習　【新】187千円
　　地元新聞社によるNIE(新聞を活用した学習活動）ソフトを導入し、　
　　情報収集や情報発信を通して、地域学習を深めます。

・中学校部活動の地域連携促進
　　部活動指導員、外部指導者の活用により地域連携を進めます。
　　町内中学校による合同部活動モデル事業を一部で試行します。

・台湾中学生との相互交流事業　2,440千円
　　台湾日南中学校への生徒派遣（１２名）を行います。

・第2期GIGAスクール構想【新】　　90,480千円
　　一人一台タブレット端末の更新
　　鳥取県共同調達に参加、町内1,335台を一斉更新します。
　　近隣自治体の状況等を踏まえて学習支援ソフトを見直します。
　　セキュリティソフトを新規で導入します。
　　通信ネットワーク機器の更新を行います。
　　引き続き中学校に採点ソフトを導入します。
　　中学校教科書改訂に伴いデジタル教科書等を整備します。
　　中学校区ごとにICT支援員を配置し、教育DXを進めます。

・少人数学級　【拡】10,000千円
　　県基準により小学校１学級の児童数を30人以下とします。
　　（中学校は1年生33人以下、2.3年生は35人以下）

・特別支援教育の充実
　　適切な就学に向けた支援や相談等に丁寧に対応します。
　　教育ニーズにあわせて学習支援員等を配置します。

・不登校の未然防止と居場所づくり
　　組織対応によるアセスメントで未然防止に努めます。
　　校内サポート教室等、安心できる居場所を作ります。
　　フリースクールなど学校外での学びを支援します。　

・給食費保護者負担の軽減　　15,503千円
　　給食費単価を増額し、給食の質を確保します。
　　保護者負担額を据置きとし、保護者負担を軽減します。

「琴浦町のふるさと教育」の充実

学校教育環境の整備

多様なニーズに応える学びのセーフティネット

・東伯中学校エアコン新設工事　　46,043千円
　　令和5年度から年次計画により順次実施しています。



　　　～共に学び、心身を育み、地域を活かす社会教育～　　R７年度　社会教育課

１.生涯にわたる学びの推進 ２.地区それぞれの社会教育や地域づくりの推進
○生涯学習の推進 
・時代のニーズを踏まえた教養講座〔100千円〕
・子どもの体験・学びの場や居場所づくり〔1,612千円〕
・社会教育団体の活動支援〔366千円〕
○生涯学習センターの施設整備
【新】２階談話コーナーを親子の居場所へ整備〔2,286千円〕、
３階執務室の一部移転〔1,699千円〕(政策コンテスト成果)
・老朽化等による施設修繕・更新 
  駐車場防犯灯の修繕、和室畳表替え、避難用階段修繕等
 〔2,723千円〕、ワイヤレスアンプ他備品〔832千円〕

○地区の実情に応じた社会教育と地域づくり活動の推進
 「学び、つながる」社会教育の更なる充実や、地域づくりの
基盤をつくります。地域運営組織による地域づくり活動に公民
館も一体となって取り組むとともに、地区ごとの組織体制や実
情等を尊重し、地域が活動しやすいしくみを整えます。
（地域の実情に合わせた公民館運営協議会のあり方を整理）
・各地区公民館活動及び施設管理〔25,820千円〕
【継】新施設への地区公民館の移転
 改修を終えた新施設への公民館の移転オープン
  安田地区）安田地域交流センター（旧安田小学校）
  成美地区）新ふなのえこども園・成美地区公民館

３.図書館サービスの充実 ４.心身の健康増進を図るスポーツ振興と環境整備
○住民ニーズに応じた読書活動を支援する図書館サービスの充実
 小中学校やこども園と連携した子どもの読書活動推進と、だれ
一人取り残さない図書館サービスの実施
・ブックスタート絵本〔358千円〕
・図書費（本館・分館）〔5,400千円〕
・図書館システム保守等〔10,149千円〕
・活字による読書が困難な方を対象に録音図書等の貸出
  サピエ図書使用料〔40千円〕

【継】東伯総合公園サッカー場人工芝改修〔357,810千円〕
 サッカー場の天然芝を人工芝に張替えます。
 （天然芝撤去847千円、人工芝への改修工事356,963千円）
・体力づくりと運動の拠点の維持管理〔35,594千円〕
（東伯総合公園、赤碕運動公園、トレーニングセンター等）
・若年層や働き盛り世代の体力づくりと運動習慣の定着
 （トレーニングルームやトレーナーの活用、スポーツ教室、
  スポーツ協会及びスポーツ少年団補助等）〔13,255千円〕

5.豊かな情操を育む文化芸術振興と文化財の保存活用
・文化芸術団体への支援〔2,169千円〕
 団体の発表機会や町民の芸術に触れる機会の提供など 
・文化振興財団連携事業〔411千円〕
 文化振興財団との協定を生かし、芸術に触れる機会を提供
・町内文化財の保護〔4,648千円〕
 町内文化財管理、倉阪神社修繕補助〔869千円〕
・国特別史跡斎尾廃寺跡発掘調査〔2,030千円〕
 史跡の現況確認と今後の史跡整備に向けた発掘調査の継続

R6年度繰越事業（3月補正予算）
 R6年度過疎債の割り当てが確保できたため、財源を活用して早期
に対応するもの。
○旧以西小学校の改修〔101,459千円〕        
 以西地区のコミュニティ活動の拠点となる施設として改修し、以
西地区公民館と地域運営組織の活動拠点とする。
  厨房、空調等の設備改修、照明LED化、工事監理
○生涯学習センター改修〔328,685千円〕
 地下駐車場消火設備改修をR6改修事業に含めて繰り越し、財源を
活用して対応する。（空調、自動ドア、ＥV改修は終了。R7は地下駐
車場消火設備とR6に指摘されたキュービクルの修繕）



 

 令和７年度  人権・同和教育課のミッション

   一人ひとりが尊重され、こころ豊につながりあうまちづくりの実現

人権施策基本方針（実施計画）に基づく教育・啓発 町民と町との協働による取り組み

 あらゆる人権課題の解消（解決）を図るための教育及び啓発
を行う。

■人権施策基本方針（実施計画）に基づく分野別施策（17分
 野）の推進と検証。
 ・人権課題の解消（解決）を図る。
   ・差別事象が発生した場合、差別事象等対応マニュアルに
  基づき、差別事象検討委員会を開催し、正確な実態把握
  と、原因や背景の分析及び再発防止に向けた教育及び啓
  発を行う。

■ことうら人権まなびの集い
 ・人権作文（事例発表）、人権講演、人権啓発パネル展示
  等により、町民の人権意識の高揚を図る。

■各文化センターの運営（隣保館・児童館）
 ・相談業務（支援体制）の充実。
 ・あらゆる人権教育学習（「人権まなびの講座」）
 ・小中学校学習会で故郷の歴史を学び、人権尊重における
  町の担い手を育成する。

 町人権尊重の社会づくり条例に基づき、町民と町の協働によ
る、人権尊重のまちづくりを行う。

■人権・同和教育推進協議会
 ・各部会（学校・園部会、行政部会、企業部会、社会
  教育部会、福祉部会）による人権教育・啓発活動。

■人権啓発事業
 ・様々な人権課題について、町民と町が協働して課題
  解決に向けて取り組みができるよう教育及び啓発を
  行う。  

■人権・同和教育部落懇談会
 ・町民（各部落）と町が協働して、人権学習を行い、
  課題解決に向け共通認識をもち、誰もが安心・安全
  に暮らせる町づくりを目指す。


